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民 生 委 員 
  

民生委員は、社会奉仕の精神をもって、住民の立場に立った相談や、必要な援助等を行い、社会福祉の増進に努めるも

のとし、厚生労働大臣が委嘱している。 

民生委員は児童委員を兼ねており、厚生労働大臣は民生委員・児童委員のうちから主任児童委員を指名する。 

  

 １ 民生委員・児童委員の現況 

（１） 民生委員・児童委員の人数 
本市の民生委員・児童委員及び主任児童委員定数は５０７名であり、一人あたり約２３１世帯を担当区域として配

置されている。また全市を１８地区に分け、それぞれ地区民生児童委員協議会が組織されている。 

平成３１年４月の中核市移行に伴い、民生委員の定数決定の権限が市に移譲されている。 

〔現在の民生委員・児童委員の任期〕  令和４年１２月１日～令和７年１１月３０日 

 

（２） 各地域の民生委員・児童委員の定数（令和４年１２月１日～） 
（単位：人） 

単位民生児童 

委員協議会名 

民生委員 

児童委員 

主任 

児童委員 

定数 

合計 

単位民生児童 

委員協議会名 

民生委員 

児童委員 

主任 

児童委員 

定数 

合計 

東  部 

成  和 

西  部 

南  部 

北  部 

中  部 

明  道 

足  羽 

社 

29 

27 

38 

36 

22 

22 

27 

19 

37 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

31 

29 

40 

38 

24 

24 

29 

21 

39 

大  東 

九頭竜 

あさむつ 

川  西 

森  田 

東足羽 

美  山 

越  廼 

清  水 

24 

47 

23 

30 

18 

25 

17 

7 

23 

 2 

 3 

 2 

 2 

 2 

 2 

 2 

 1 

 2 

26 

50 

25 

32 

20 

27 

19 

   8 

25 

 計 471 36  507 

 

（３）民生委員・児童委員の役割 

   子育てや介護の悩みを抱える人や、障がいや高齢等によって社会的に孤立する恐れのある人に対して、地域の身近

な相談相手となり、さらに、行政など関係（支援）機関とのパイプ役を務める。 

 

（４）民生委員・児童委員の主な活動 

・見守り活動（ひとり暮らし高齢者の訪問等）  ・地域の福祉活動への参加 

・生活相談支援    ・児童生徒見守り    ・調査、実態把握    ・証明書作成事務    
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災 害 援 護 等 
 

市民が火災等の不慮の人為的災害又は暴風・豪雨等の自然災害により被害を受けた場合に、被災者に対して応急的に

必要な援護を行っている。 

   【災害見舞金支給状況】 

年度 R2 R3 R4 R5 R6 

件数 29 25 13 10 9 

見舞金総額（円） 1,850,000 1,510,000 800,000 970,000 640,000 

 
 

指 導 監 査 
  

社会福祉事業を行う施設等の適正な運営の確保を目的として、関係法令・通知等に基づき、指導監査を実施している。 

 

１ 社会福祉法人指導監査 

市の区域内で事業を行う社会福祉法人の認可および指導監査を行っている。 

   【監査実施法人数】 

年度 R2 R3 R4 R5 R6 

実施法人数 17 19 21 18 20 

 

２ 社会福祉施設等指導監査 

平成31年4月の中核市移行に伴い、児童・介護・高齢者・障がい者福祉事業に関する指導監査が県から移譲された。市

内の社会福祉施設等に対し担当所属と連携を図りながら指導監査を実施している。 

    【令和6年度の監査実施事業数】 

児童福祉関係（保育所、認定こども園、認可外保育施設） 126事業 

介護・高齢者関係（介護保険施設、居宅サービス事業所、老人福祉施設等）  173事業 

障がい関係（障がい者支援施設、障がい福祉サービス事業所等）  170事業 

 
 

社 会 福 祉 審 議 会 
 

 平成31年4月の中核市移行に伴い、社会福祉法第７条第１項の規定により設置した。社会福祉法をはじめ、民生委員法や

身体障害者福祉法、児童福祉法等の法令に基づき、広く社会福祉に関する事項の調査・審議を行っている。 

 ・審議会及び分科会開催状況 

   5つの専門分科会と1部会で審議を行い、その決議を審議会全体の決議とすることができる。 

    令和6年度開催数   専門分科会13回 

 ・審議会の委員  

   任 期：3年（R4.4.1～R7.3.31） 

   委員数：65名＋臨時委員8名 
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市 民 福 祉 会 館 
  

市民福祉会館は、市民の福祉の増進と生活文化の向上を図る施設として、平成29年４月にフェニックス・プラザ内に移転

した。 

 福祉関係者が気軽に利用できるように、ホールに車椅子用の昇降機を設けるなど、きめ細かな配慮がなされている。 

 ２階には500人収容の小ホール、３階には60人収容の会議室等があり、文化、福祉活動のシンボルとして広く市民に利用さ

れている。 

 

１ 施 設 概 要 

所  在  地   福井市田原１丁目13-6 

現施設移転   平成29年4月 ※移転前は春山2丁目（昭和48年開館、平成29年3月閉館） 

指定管理者   公益財団法人 福井市ふれあい公社 

指定管理期間   令和6年4月1日～令和8年3月31日（2年間） 

 

２ 主 要 設 備 

４階  ボランティアルームＡ・Ｂ 

３階  301号室Ａ・Ｂ 

２階  小ホール 定員：500人（電動移動席196、スタッキングチェア席304） 

楽屋、リハーサル室、ことばの教室、おもちゃ図書館 

１階  （福）福井市社会福祉協議会、福井市身体障害者福祉連合会 

 

３ 利 用 実 績 
   

【令和６年度】 

 利用件数（件） 利用人数(人) 

小ホール 123 34,916 

リハーサル室 148  2,528 

301 号室 143  5,408  
ボランティアルーム 818 8,447 

合計 1,232 51,299 
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重層的支援体制整備 
  

地域共生社会の実現を目指し、「包括的相談支援」「参加支援」「地域づくり」を一体的に行う重層的支援体制整備事業を

令和５年度から実施している。 

 

１ 包括的相談支援 

既存の個別支援ネットワークでは対応が難しい複雑化・複合化した事例について、多機関協働会議で支援を検討するな

ど各機関が連携して対応する。 

【令和6年度実績】            （単位：回）  

 

 

 

２ 参加支援 

障がい者やひきこもりの方など社会参加への支援が必要な方に対し、就労体験やボランティア活動を提供する。 

【令和6年度実績】            （単位：人） 

 

 

 

３ 地域づくり 

既存の地域づくりに関する事業の取組を活かし、交流の場や居場所の整備を行うとともに、地域における取組のコーデ

ィネートや多分野が繋がる地域のプラットフォームづくり等を行う。 

・地域における居場所（サロン）開設の支援 

・市民を対象とした地域づくり講座の開催 

・ささえあいの家、地域活動支援センター、地域子育て支援センターが行う地域づくり活動の取組を促進 

・関係団体と連携した地域づくりに関する企画の推進 

 
 

生 活 困 窮 者 
  

生活困窮者自立支援法に基づき、生活困窮者に対し、関係機関と連携しながら生活や就業などの自立に向けた支援を行

っている。また、平成２９年５月に生活困窮者向け常設ハローワーク窓口「福祉・就労支援コーナーふくい」を設置し、

無料職業紹介と福祉支援業務をワンストップでできるよう、生活困窮者に対する一体的な支援を行っている。 

  

【令和6年度実績】 （単位：人） 

相談人数（延べ） 
内訳 

生活困窮者自立支援事業 福祉・就労支援コーナーふくい（ハローワーク） 

6,531 4,407 2,124 

 

多機関協働会議  26 

就労体験 実人数 22 

ボランティア活動 
実人数 6 

参加延べ人数 144 
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生 活 保 護 
  

被保護世帯の世帯類型別内訳は高齢世帯55.0％、母子世帯3.1％、障害・傷病世帯24.9％、その他世帯17.0％となっており、

高齢世帯が半数以上を占めている。 

 

１ 保 護 状 況 

（年度月平均） 

年 度 保 護 世 帯 保 護 人 員 保 護 率（千 分 比） 

R4 2,150 2,605 10.10 

R5 2,182 2,629 10.27 

R6 2,192 2,626 10.33 

 

２ 世 帯 類 型 別 
（年度末時点） 

年 度 高 齢 世 帯 母 子 世 帯 障害・傷病世帯 その他の世帯 総  数 

R4 1,204 64 524 354 2,146 

R5 1,201 70 531 363 2,165 

R6 1,181 67 535 365 2,148 

 

３ 生 活 保 護 費 

（単位：千円） 
 

年 度 総 額 生活扶助 教育
扶助 

住 宅
扶 助 

医療扶助 介護 
扶助 

施設（委託） 
事務費 

その他 

R4 4,303,502 1,293,733 12,651 603,275 2,236,124 76,467 62,564 18,691 

R5 4,438,340 1,298,124 12,855 613,753 2,346,779 85,521 62,928 18,380 

R6 4,291,583 1,272,578 13,586 618,298 2,215,143 88,426 62,423 21,129 

 

４ 医 療 扶 助人 員 
（年度末時点） 

年 度 総 数 
入 院 入 院 外 

総 数 結 核 精 神 そ の 他 総 数 

R4 2,077 179 0 61 118 1,898 

R5 2,103 153 0 50 103 1,950 

R6 2,065 121 0 39 82 1,944 
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障 が い 福 祉 
  

身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神保健福祉法、障害者基本法及び障害者総合支援法に基づき、障がい福祉サー

ビスの提供や、障がいのある方の地域生活支援、社会参加活動支援に関する業務を行っている。 

また、令和３年３月に策定した第４次福井市障がい者福祉基本計画に基づき、障がいのある人もない人も身近な地域で支

え合うことができる共生社会の実現をめざして、各種施策の推進に取り組んでいる。 
 

１ 手帳交付 
  障がいのある方に対して一貫した指導、相談を行うとともに、各種サービスの利用や社会復帰の促進
と自立、および社会参加の促進を図ることを目的として障がい者手帳を交付している。 

（１）身体障害者手帳 

平成３１年４月１日より身体障害者福祉法第１５条に基づき、福井市が発行する。診断書に基づき、福井市役所障がい

福祉課が判定を行う。 

                                                    （単位：人） 

年度 1級 2級 3級 4級 5級 6級 計 

R4 3,012 1,353 2,019 2,370 440   569  9,763 

R5 3,000 1,355 1,962 2,287 437   535  9,576 

R6 2,917 1,335 1,896 2,191 424 515  9,278 

（２）療育手帳 

福井県知的障害者療育手帳交付要綱に基づき、福井県知事が発行する。各児童相談所、総合福祉相談所が判定を行う。

各自治体独自の施策となっており、障害の程度の区分は各自治体により異なる。 

                                                                          （単位：人） 

年度 Ａ１ Ａ２ Ｂ１ Ｂ２ 計 

R4 710 51 618 825 2,204 

R5 713 49 627 862 2,251 

R6 726 50 633 904 2,313 

（３）精神障害者保健福祉手帳  

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に基づき、福井県知事が発行する。診断書に基づき、福井県総合福祉

相談所が判定を行う。                                                    

 （単位：人） 

 

 

 

 

 

２ 重度障害者（児）医療費助成制度 
重度障がい者（児）の健康の維持と経済的な負担を軽減するため、保険診療として認められる医療費の自己負担額及び

入院時の食事療養費を助成する。なお、精神障がい者については通院医療のみの対象となる。 

年度 受給対象者数（人） 助成件数（件） 助成費総額（円） 

R4 8,598 212,240 999,004,812 

R5 8,659 214,432 992,814,751 

R6 8,641 218,666 1,004,118,304 

 

  

年度 1級 2級 3級 計 

R4 122 2,054 869 3,045 

R5 118 2,193 907 3,218 

R6 106 2,348 973 3,427 
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３ 福祉手当の給付 
精神または身体の重度障がいのため日常生活が著しく制限され常時介護を必要とする者や、精神または身体に障がいの

ある児童を監護する者に、在宅生活の経済的一助となるよう手当を支給する。（特別児童扶養手当は申請手続のみ） 
 
                            （単位：人） 

年度 

種類 
R4 R5 R6 

6 年度支給額 

（円/月） 
特別障害者手当 
（20歳以上） 

270 275 272 28,840 

障害児福祉手当 
（20歳未満） 

114 118 114 15,690 

経過措置福祉手当 
（20歳以上） 

1 1 1 15,690 

重症心身障害児（者） 
福祉手当 

2,665 2,607 2,585 3,000 

特別児童扶養手当 

（20歳未満） 
545 563 614 

1
級 55,350 

2
級 36,860 
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自 立 支 援 給 付 等 
 

障害者総合支援法により、身体障がい、知的障がい、精神障がいなどの種別にかかわらず、共通の仕組みで障がい福祉サ

ービスを提供する。障がい児を対象としたサービスは、平成24年４月の児童福祉法改正により体系が一元化され、障がい児

通所支援事業として再編された。 
 

１ 障がい福祉サービス 

障がい程度が一定以上の人に生活上または療養上の必要な介護を行う「介護給付」と、身体的または社会的なリハビリ

テーションや就労につながる支援を行う「訓練等給付」がある。 

○ 訪問系サービス  （在宅で訪問を受け生活を支援するサービス） 

○ 日中活動系サービス（施設などで昼間の活動を支援するサービス） 

○ 居住系サービス  （在宅や入所施設で住まいの場におけるサービス） 

○ 障がい児通所支援 （障がい児を対象とした通所による支援サービス） 

     

 

（１）訪問系サービス 

①居宅介護（ホームヘルプ）＜介護給付＞ 

入浴や排泄、食事の介護など、自宅での生活全般 

にわたる介護サービスを行う。 

 

 

 

②重度訪問介護＜介護給付＞ 

重度の肢体不自由で常に介護が必要な人に、自宅 

での介護から外出の移動支援までを総合的に行う。 

 

 

 

③同行援護＜介護給付＞ 

重度の視覚障がいにより移動が困難な人に、 

外出時に同行して移動の支援を行う。 

 

 

 

④行動援護＜介護給付＞ 

知的障がいまたは精神障がいにより行動が困難で 

常に介護の必要な人に、外出時の移動の支援や行動 

の際に生じる危険回避のための援護などを行う。 

 

年度 利用延人数（人） 利用実績（時間） 

R4 4,387  76,153 

R5 4,408  79,720 

R6 4,316  84,998 

年度 利用延人数（人） 利用実績（時間） 

R4 133  53,061 

R5 172  67,987 

R6 176  75,793 

年度 利用延人数（人） 利用実績（人・日） 

R4 558  6,816 

R5 454  4,773 

R6 472  5,390 

年度 利用延人数（人） 利用実績（時間） 

R4 74  1,938 

R5 89  2,329 

R6 130  2,806 
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⑤重度障害者等包括支援＜介護給付＞ 

常に介護を必要な人の中でも介護の必要性が非常 

に高いと認められた人に、居宅介護などの障がい福 

祉サービスを包括的に提供する。 

 

（２）日中活動系サービス 

①生活介護＜介護給付＞ 

常に介護を必要とする人に施設で入浴、排泄、 

食事の介護や創作的活動、生産活動の機会の提供 

などを行う。 

 

 

②療養介護＜介護給付＞ 

医療の必要な障がい者で常に介護が必要な人に、 

医療機関で機能訓練や療養上の管理、看護、介護 

や日常生活上の援助などを行う。 

 

 

 

③短期入所（ショートステイ）＜介護給付＞ 

自宅で介護を行う人が病気などの場合に、短期 

  間に施設入所による入浴、排泄、食事の介護など 

を行う。 

 

 

④自立訓練（機能訓練・生活訓練・宿泊型）＜訓練等給付＞ 

自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定 

の期間における身体機能や生活能力向上のための訓 

練を行う。 

 

 

⑤就労移行支援＜訓練等給付＞ 

就労を希望する人に、一定期間における就労に必 

要な知識や能力の向上のための訓練や職場実習など 

の支援を行う。 

 

 

 

年度 利用延人数（人） 利用実績（時間） 

R4  0     0 

R5  0     0 

R6  0     0 

年度 利用延人数（人） 利用実績（人日） 

R4 8,593 164,798 

R5 8,620 165,604 

R6 8,559 164,030 

年度 利用延人数（人） 利用実績（人日） 

R4 444  13,413 

R5 490  14,820 

R6 461  13,971 

年度 利用延人数（人） 利用実績（人日） 

R4 1,304 7,545 

R5 1,598 8,656 

R6 1,708 8,787 

年度 利用延人数（人） 利用実績（人日） 

R4 744 12,754 

R5 737 12,172 

R6 742 12,779 

年度 利用延人数（人） 利用実績（人日） 

R4 671 10,390 

R5 657 10,471 

R6 646 9,702 
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⑥就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）＜訓練等給付＞ 

一般企業等で雇用されることが困難な人に、働 

  く場の提供や生産活動その他の活動の機会の提供、 

  就労に必要な知識や能力の向上のための訓練を行 

う。雇用契約に基づく就労継続支援Ａ型と、雇用 

契約を結ばない就労継続支援Ｂ型がある。 

 

 

 

 

⑦就労定着支援＜訓練等給付＞ 

生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支 

援を利用して、通常の事業所に新たに雇用された人に、 

雇用に伴い生じる問題に関する助言などの支援を行う。 

 

（３）居住系サービス 

①施設入所支援＜介護給付＞ 

介護が必要な人や通所が困難で、自立訓練または 

就労移行支援のサービスを利用している人に対し、 

居住の場を提供し、夜間における日常生活上の支援 

を行う。 

 

 

②自立生活援助＜訓練等給付＞ 

   一人暮らしに移行した障がい者について、自立し 

  た地域生活が継続できるよう、定期的な居宅訪問や 

随時の対応により必要な支援を行う。    

   

 

③共同生活援助（グループホーム）＜訓練等給付＞ 

主に日中に就労または就労継続支援等のサービス 

を利用している障がい者に対し、地域の共同生活の 

場において、相談、入浴、排泄又は食事の介護、そ 

の他の日常生活上の援助を行う。 

 

 

  

就労継続支援Ａ型 

年度 利用延人数（人） 利用実績（人日） 

R4  4,695  93,188 

R5  4,371  87,606 

R6  3,654  72,297 

就労継続支援Ｂ型 

年度 利用延人数（人） 利用実績（人日） 

R4   10,807  184,680 

R5  11,858 200,663 

R6  13,541 227,779 

年度 利用延人数（人） 利用実績（人日） 

R4 258 284 

R5 266 271 

R6 321 331 

年度 利用延人数（人） 利用実績（人日） 

R4 4,025 119,449 

R5 3,939 115,662 

R6 3,856 112,761 

年度 利用延人数（人） 利用実績（人日） 

R4 9 23 

R5 22 62 

R6 13 29 

年度 利用延人数（人） 利用実績（人日） 

R4 4,169 119,652 

R5 4,511 129,568 

R6 4,935 140,979 
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（４）障がい児通所支援 

①児童発達支援 

療育が必要な未就学の児童に対し、日常生活にお 

ける基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練な 

どの支援を行う。 

 

 

②医療型児童発達支援 

肢体不自由がある未就学の児童に対し、日常生活における基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練及び治療を 

行う。                                           ［実績：R4・R5・R6  支給決定者  ０人］ 

 

 

 

③放課後等デイサービス 

放課後や休業日に支援が必要な就学児に対し、 

生活能力の向上のために必要な訓練や社会との交流 

を促進するなどの支援を行う。 

 

 

 

④保育所等訪問支援 

保育所等に通う障がい児に対し、訪問により保育 

所等における集団生活への適応のための専門的な支 

援を行う。 

 

 

 

⑤居宅訪問型児童発達支援 

重度の障がい等の状態があり、障がい児通所支援を 

利用するために外出することが著しく困難な障がい児 

に対し、居宅を訪問して日常生活における基本的な動 

作の指導、知識技能の付与等の支援を行う。 

 

２ 補装具給付 
障がい児者が身体の失われた部位や障がいのある部分を補って、日常生活や働くことを容易にする用具を交付（修理）

する費用から自己負担分を除いた金額を支援する。 

 

 

 

 

 

年度 利用延人数（人） 利用実績（人日） 

R4 1,769 9,011 

R5 2,089 10,280 

R6 2,278 11,799 

年度 利用延人数（人） 利用実績（人日） 

R4 8,664 87,769 

R5 9,396 97,729 

R6 10,017 107,484 

年度 利用延人数（人） 利用実績（人日） 

R4 579 783 

R5 797 1,071 

R6 1,055 1,552 

年度 利用延人数（人） 利用実績（人日） 

R4 7 24 

R5 3 5 

R6 0 0 

年度 交付（件） 修理（件） 総計（件） 

R4 373 172 545 

R5 351 243 594 

R6 336 228 564 
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３ 自立支援医療 

（１）更生医療費の給付 

障がいを軽減したり回復させるための手術等、身体障がい者（18歳以上）の更生に必要な医療を指定自立支援医療機

関に委託して行う。 

 

年度 レセプト枚数 
金  額（円） 

更生医療負担額 自己負担額 計 

R4 5,071   253,802,359   10,528,149  264,330,508  

R5 5,061   258,105,742   10,130,032  268,235,774  

R6 4,752 250,050,635 9,538,611  259,589,246  

内

訳 

腎臓分 

(うち人工透析) 

4,563  

（3,656） 

 233,568,822  

（220,070,999） 

8,693,921   

(5,461,575)  

  242,262,743   

(225,532,574)  

心臓分 2 139,435 7,500    146,935   

その他 187 16,342,378 837,190    17,179,568   

 

 

（２）育成医療費の給付 

   障がいを軽減したり回復させるための手術等、身体障がい者（18 歳未満）の更生に必要な医療を指定自立支援医療

機関に委託して行う。 

年度 レセプト枚数 
金  額（円） 

育成医療負担額 自己負担額 計 

R4 150  4,006,384  488,814  4,495,198  

R5 116  3,230,450  364,008     3,594,458   

R6 94  2,472,111     337,456   2,809,567   

内

訳 

音声・言語 

そしゃく分 
72  890,340  171,977   1,062,317   

心臓分 15  1,151,027  129,790   1,280,817   

その他 7  430,744  35,689   466,433   

 

 

（３）自立支援医療（精神通院）受給者証交付数 

精神疾患患者で通院している者の自己負担軽減および通院治療の継続 

  を図ることを目的に、指定自立支援医療機関で治療を受ける場合に、窓 

口の利用者負担を１割にし、さらに月額の負担上限額を設定している。 

 

  

年度 交付数（件） 

R4 5,826 

R5 5,909 

R6 6,262 
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４ 地域生活支援事業 

障がい福祉サービスとは別に、障がい児者が有する能力および適性に応じ、自立した日常生活または社会生活を営むこ

とができるよう、地域や利用者の実情に応じた支援を行うことを目的として、障がい者の地域における生活を支えるさま

ざまな事業を行っている。 

 

（１）相談支援事業 

障がいのある方やご家族などの身近な相談窓口として、地区別に障がい種別を問わず相談支援を行う「地区障がい相談

支援事業所」を４か所と、発達障がいの相談を専門に行う「発達障がい相談支援事業所」を１か所設置している。 

また、総合的・専門的な相談機関である「基幹相談支援センター」では、24時間体制で障がい者虐待の通報受付・相談

を行う障がい者虐待防止センターの業務を行っている。 

 

（２）成年後見制度利用支援事業 

障がい福祉サービスの利用の観点から成年後見制度を利用することが有用であると認められる知的障がい者又は精神

障がい者に対し、成年後見制度の利用を支援することにより、これらの障がい者の権利擁護を図る。 

年度 
成年後見制度 

申立件数(件) 
事 業 費(円) 

成年後見人報酬 

支払件数(件) 
事 業 費(円) 

R4 4    29,390 17  3,742,000 

R5 3    13,180 26  5,240,000 

R6 2    7,536 19  3,771,757 

（３）意思疎通支援事業 

聴覚障がい児者等のコミュニケーションを援助するため、地域における手話通訳者、要約筆記者等を派遣する。 

 

 

 

 

 

（４）手話奉仕員養成研修事業 

聴覚障がい児者等の交流活動を促進するため、日常会話程度の手話技術を取得した手話奉仕員を養成している。 

修了者数（人） 

年度 入門課程 基礎課程 入門・基礎課程 

R4 24 11 14 

R5 － 16 21 

R6 15 － 13 

 

（５）日常生活用具の給付事業 

障がい児者に対し、日常生活をより円滑に行うために、必要に応じて日常生活

用具費を給付する。（ただし、給付は介護保険が優先する。） 

 

年度 
手話通訳者等 

延派遣回数（回） 

要約筆記者等 

延派遣回数（回） 

R4 517 218 

R5 580 198 

R6 523 152 

年度 給付数（件） 

R4 6,248 

R5 6,089 

R6 5,930 
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（６）移動支援事業 

屋外での移動が困難な障がい児者に対し、地域における自立生活及び社会参加を促すことを目的として、外出のため

の支援を行う。 

 

 

 

（７）地域活動支援センター事業 

障がい児者が通いながら、創作的活動または生産活動の機会の提供や社会との交流を図ることを目的とし、市が事業

所に委託している。 

 

 

 

 

（８）訪問入浴サービス事業 

自宅浴槽や施設等で入浴することが困難な障がい者に対し、身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図ることを目的

として、住宅への入浴車の訪問による入浴サービスを提供する。 

年度 事業者数（か所） 利用実人数（人） 利用実績（回） 

R4 3 8 559 

R5 3 8 484 

R6 3 8 374 

（９）日中一時支援事業 

障がい児者の家族の就労支援及び日常的に介護している家族の一時的な休息を目的として、障がい児者を一時的に預

かり、日中活動の場や療養の場を確保する。 

年度 事業者数（か所） 利用実人数（人） 利用実績（回） 

R4 30 110  5,492 

R5 30 115 4,444 

R6 27 76 2,681 

 

（１０）障がい者就労促進事業 

雇用調整員２名が就労系サービス事業所や企業を訪問し、一般就労に移行可能な障がい者の発掘調査や企業開拓をし、

就労に向けた支援、就職後の定着支援等を行う。 

 

（１１）自動車改造費助成事業 

重度身体障がい者の社会復帰の促進を図るため、就労等に伴い自動車を利用する場合、その改造に必要な経費の一部

を助成する。 

 

 

 

年度 事業者数（か所） 利用実人数（人） 利用実績（時間） 

R4 32 132 11,142 

R5 34 143 11,530 

R6 32 143 13,948 

年度 事業者数（か所） 利用実績（人） 

R4 4 8,539 

R5 4 8,736 

R6 4 8,534 

年度 件数（件） 助成金額（円） 

R4 5  400,000 

R5 8  640,000 

R6 3   240,000 
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５ その他の事業 

 

（１）タクシー利用助成事業 

在宅の重度身体障がい者、知的障がい者及び精神障がい者に対し、通院や社会活動等の外出を支援するため、タクシ

ーの利用料金の一部を助成する。 

 

 

 

 

 

（２）重度身体障がい者住宅改造助成事業 

在宅の重度身体障がい者が、日常生活に著しく 

障がいがあるため、住宅を改造する必要があるとき、 

その費用の一部を助成する。 

ただし、視覚障がい者または肢体障がい者に限る。 

※助成限度額は60万円または80万円 （改造費の8/10助成） 

 

（３）軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業 

身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度 

難聴児の成長期における言語の習得や学習、コミュニ 

ケーション能力の向上を目的とし、補聴器の購入費用 

に対し、助成を行う。 

 

（４）障がい者福祉団体等活動支援事業 

障がい者の自立と社会参加を促進することを目的に、 

心身障がい者及びその家族で組織する障がい者福祉団 

体等が実施する社会福祉活動に対し、その費用を補助す 

る。  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

年度 発行実人数（人） 利用枚数(枚) 助成金額（円） 

R4 2,783 35,551  20,681,440 

R5 2,827 36,134  21,411,430 

R6 2,827 35,579  21,952,110 

年度 助成件数（件） 助成金額（円） 

R4  13  5,615,075 

R5  10  5,637,470 

R6   8  4,432,320 

年度 助成件数（件） 公費負担額（円） 

R4 21   682,000 

R5 21   825,000 

R6 28    660,000 

年度 補助団体数  補助額（円） 

R4 7    856,122 

R5 7  1,108,501 

R6 6     808,084 
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地 域 包 括 ケ ア 

１ 高齢者の現況 

令和7年4月1日現在、本市の人口総数252,666 人のうち、65歳以上の高齢者は76,213 人、高齢化率は30.16%、この

うち75歳以上の後期高齢者は44,368 人、17.55％となっている。 

また、総世帯108,654 世帯のうち、在宅高齢者世帯は52,565 世帯となっている。 

 

（１） 高齢者人口（令和7年4月1日現在） 

① 人口区分 

年 齢 区 分 男（人） 女（人） 小計（人） 累計（人） 累計人口比（％）

95歳以上 313 1,351  1,664 1,664  0.66 

85～94 4,273  8,387  12,660 14,324  5.67 

75～84 13,254  16,788  30,044 44,368 17.56 

65～74 15,055  16,790  31,845 76,213 30.16 

（60～64）    (7,803)  (8,252) (16,055) (92,268) (36.52) 

【100歳以上 男21人 女 199人 合計220人】 

 

② 高齢化率（各年4月1日現在） 

年 度 総人口(人) 65 歳以上人口(人) 高齢化率(人) 75 歳以上人口(人) 後期･高齢化率(％) 

R3 260,322 76,246 29.29 39,411 15.14 

R4 258,198 76,409 29.59 39,823 15.42 

R5 256,435 76,170 29.70 41,425 16.15 

R6 254,502 76,378 30.01 43,152 16.96 

R7 252,666 76,213 30.16 44,368 17.55 

日本の高齢化率：29.3％（令和6年10月1日現在） 

福井県の高齢化率：31.9％（令和6年10月 1日現在） 

 

（２） 高齢者世帯（令和7年4月1日現在） 

高齢者ひとり 

暮らし世帯 

65～74歳 5,851 （小計） 

18,005 
（合計） 

52,565 

75 歳以上 12,154 

高齢者世帯 

高齢者のみの複数世帯 13,005 

高齢者同居世帯（高齢 

者と非高齢者の同居） 
21,555 
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２ 高齢者福祉施策の概要 

団塊の世代が75歳以上となり超高齢化社会を迎えた今日、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を続けられるよう、

医療・介護・介護予防・住まい・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築が急務となっている。 

本市の地域ケアシステムの構築に向けた段階的な取り組みを示す「すまいるオアシスプラン2024」（福井市第10次老人

保健福祉計画・第9期介護保険事業計画・第3期高齢者居住安定確保計画）」の基本理念には「高齢者が住み慣れた地域の

中で、安心して生活を送れる社会づくり」を掲げており、地域ぐるみで高齢者を支えるまちづくりの実現に向け取り組ん

でいる。 

 

（１） 生活支援事業 

★ ひとり暮らし等高齢者登録 

親族等との交流がなく、在宅の日常生活に不安を持つ 65 歳以上のひとり暮らし等高齢者の現状を把握し、在宅生

活を支援していくことを目的に、登録を希望された方に福祉サービス等の支援を行っている。（任意登録制） 

【R6実績】 

登録者数（人） 

3,996 

 

① 在宅福祉施設措置事業（平成12年度～） 

虐待等やむを得ない事由により介護保険サービスを利用することが著しく困難な場合に、市長の職権により施設等

に緊急的な措置を行っている。 

   【R6実績】1件 
 

② 老人福祉施設入所措置 

環境上の理由及び経済的な理由により、居宅において養護を受けることが困難な方を養護老人ホームに措置してい

る。 

また、養護老人ホーム入所の適正化を図るため、入所措置等の要否を総合的に判定する、老人ホーム入所判定委員会

（委員５名、昭和59年12月設置）を設置している。 

【R6実績】 

措置人数（人） 年間申込件数（件） 

126 27 

 

③ 軽費老人ホーム事務費補助金（平成31年度～） 

   市内にある軽費老人ホーム（ケアハウス）９施設について、市が施設ごとに毎年定める事務費の基準単価と、施設

が入居者から所得に応じて徴収する事務費との差額分を運営法人に対し補助している。 

 【R6実績】 

対象施設（箇所） 月別入居者数合計（人） 

9 4,873 

 

④ 日常生活用具給付事業（平成２年度～） 

心身機能の低下により、防火の配慮が必要なひとり暮らし等高齢者に電磁調理器を給付し、在宅での安心した生活

を支援している。 
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    【R6実績】 

電磁調理器（台） 

10 

 

⑤ ひとり暮らし高齢者地域の見守り支援事業（平成16年度～） 

会食会または配食により、ひとり暮らし高齢者の安否確認を行うとともに、地域の人と交流を図ることで閉じこも

りや孤立防止を図っている。 

【R6実績】 

利用者実人数（人） 延利用者数（人） 実施回数（回） 

2,091 13,777 438 
 

⑥ 地域ぐるみ雪下ろし支援事業（平成４年度～） 

ひとり暮らし高齢者世帯等､自力で屋根の雪下ろしが困難な方に対して、雪下ろし費用の一部を補助し、地域での

雪下ろし作業が円滑に行われるよう支援している。 

【R6実績】 

登録件数（件） 実績件数（件） 

1,444 25 
 
⑦ 緊急通報体制整備事業（平成2年12月～） 

ひとり暮らし等高齢者等の相談及び急病や事故などの緊急時に対処できる体制を確立し、在宅での安心した生活を

支援している。 

【R6実績】 

緊急通報装置(件)     携帯電話 

短縮ボタン登録（件）

見守りICT機器（件） 

生活反応センサー（件）

609 67 59 11 
 
⑧ 福祉電話レンタル事業（昭和54年２月～） 

安否確認が必要なひとり暮らし等高齢者で、電話加入権を持つことが困難な方に､福祉電話（加入電話）を貸与し

ている。 

【R6実績】 

新規（台） 撤去（台） 移設（台） 設置数（台） 

1                                                                                       9 0 34 

 

⑨ 軽度生活援助（えがおでサポート）事業（平成13年度～） 

ひとり暮らし等高齢者で、在宅での日常生活において軽作業の援助が必要な方に買物等の軽度なサービスを提供し、

安心して自立した生活を送れるよう支援している。 

【R6実績】 

利用登録者数（人） 延利用時間（ｈ） 

442 2,798.5 

 

⑩ 住まい環境整備支援事業（平成24年度～） 

要介護状態の高齢者等が在宅生活を長期間継続できるよう、住宅改修を行った場合の費用の一部を助成している。

（平成5年度～24年6月までは「要介護高齢者住環境整備事業」として実施） 
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【R6実績】 

件数 
（件） 

内訳（件） 

拡幅 洗面台 蛇口 階段昇降機 扉の新設 トイレの移設 その他 

3 0 0 0 1 0 0 2 

※複数箇所を工事している場合があるため、件数と内訳件数は一致しない。 

 

⑪ 外国人高齢者福祉手当給付事業（平成6年度～） 

無年金の外国人高齢者の方の福祉の増進を図るため、福祉手当を支給している。 

【R6実績】 

給付対象者（人） 

0 

 

⑫ 見守りネットワーク構築事業（平成26年度～） 

高齢者と子どもが地域の中で孤立することなく、住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、地域団体や地域の民間

事業者と連携し、高齢者と子どもの日頃の見守り活動と、認知症高齢者が行方不明となった場合の捜索活動を一体的

に行う見守り体制を構築し運営している。 

【R7.4.1現在】 

協力事業者（団体） 

75 

 

（２） 生きがいと健康づくり推進事業 

① 高齢者いきいき展事業（平成元年度～） 

高齢者の創作した絵画や手芸品等を展示し、広く一般市民に高齢者の培ってきた知恵や技術を披露している。 

【R6実績】 

出品者数（人） 出品数（点） 入場者数（人） 

182 125 566 

 

② 地区敬老事業（平成10年度～） 

市内各地で開催される敬老会や敬老の精神を活かした生きがい支援事業等の経費の一部を助成している。 

【R6実績】 

地区数 参加者数（人） 

48 17,601 

 

③ 老人クラブ助成事業 

老人クラブは､同じ地域の仲間が､教養の向上､健康の増進、社会奉仕活動、レクリエーションなどの活動を通して、

自らの生きがいづくりと健康づくり､互いの親睦を図る自主的な団体である（概ね60歳以上の方が加入できる）。 

市はその活動費の一部を助成するとともに、老人クラブの育成のため様々な支援を行っている。 

【R7.4.1現在】 

30人以上のクラブ 30人未満のクラブ 計 加入率 

（％） クラブ数 会員数（人） クラブ数 会員数（人） クラブ数 会員数（人） 

94 4,172 17 303 111 4,475 4.85 
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ア 福井市あじさい元気クラブ大会 

高齢者が集い、当面する諸問題を研究討議し、社会にアピールするとともに、お互いの意識の高揚と、積極的な

社会参加を期して、年１回開催している。 

 

イ 友愛訪問活動（老人家庭相談員設置事業） 

地域のひとり暮らし高齢者や寝たきり高齢者を老人家庭相談員が友愛訪問し、悩みごとや心配ごとの相談相手と

なり、地域の連帯を深める活動を行っている（各単位老人クラブに１名設置）。 

【R7.4.1現在】 

相談員数（人） 

111 

 

ウ 健康づくり・介護予防支援事業  

高齢者が心身ともに健康で生きがいのある生活を送れるように自立を支援し、健康づくりの実践に結びつくよう、

「高齢者向け体操普及事業」「屋内スポーツ大会等開催事業」及び「屋外スポーツ大会、囲碁・将棋大会等開催事業」

を実施している。 

【R6実績】 

ｼﾙﾊﾞｰ囲碁 将棋 ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ ﾍﾟﾀﾝｸ ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ・ｺﾞﾙﾌ 

36人 14人 4チーム、24人 12チーム、46人 32チーム、171人 

いきいき健康体操 ﾜﾅｹﾞ ﾌﾛｱｶｰﾘﾝｸﾞ ｽﾃｨｯｸﾘﾝｸﾞ 

18会場、454人 110人 32チーム、117人 40チーム、146人 

 

④ 生きがい講座開催事業（平成16年度～） 

清水高齢者福祉センターで在宅の高齢者を対象に、生きがいや健康づくり活動、創作・趣味活動など公共施設を利 

用して実施することにより、生きがい・健康づくりと社会参加を促進している。 

【R6実績】 

講座等の数（講座） 受講者数（人） 

講  座：25 3,163 

イベント：3 122 

 

⑤ 敬老祝金進呈事業（昭和34年度～） 

毎年９月の敬老の日を中心とする行事の一環として、満100歳を迎えられる方を市長等が訪問し、敬老祝い金及び

総理大臣からの表彰状と記念品（銀杯）をお贈りするとともに、満88歳を迎えられる方には敬老祝い品をお贈りし、

長寿を祝福している。 

【R6実績】 

88歳（人） 100歳（人） 

1,598 127 

 

⑥ 鍼灸マッサージ等施術費助成事業（平成８年度～） 

高齢者の健康増進と福祉向上を図るため、鍼灸マッサージ等施術費の一部を助成している。 

【R6実績】 

延利用者数（人） 延利用回数（回） 

696 1,629 
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⑦ 三世代合同のつどい 

高齢者と若い世代との交流の場を設けることにより、各世代がお互いを理解しあい、さらに高齢者の積極的な社会

参加を目指している。 

 

⑧ 保健・介護予防一体化事業 
高齢者の生活習慣病の重症化予防及び心身機能低下防止（フレイル予防）を推進するため、保健事業と介護予防事

業を関係各課と連携して一体的に実施している。 

 

（３） 高齢者福祉施設運営事業 

① 旧すかっとランド九頭竜管理運営（平成６年度～） 

旧すかっとランド九頭竜は、平成３年度に、高齢者を中心とした生きがいと健康づくり、交流と憩いの場（高齢者

生きがい総合センター）として建設した。 

 現在、体育館部分のみ開館している。 

ア 施 設 概 要 

      所 在 地  福井市天菅生町第３号10番地 

      敷地面積  33,717.36㎡ 

      構 造  鉄筋コンクリート造り５階建 

      建築面積  4,691.68㎡ 

             宿泊、研修センター （事務室、会議室、談話ホール、売店、ラウンジ、レストラン、 

宿泊30室、大・中広間、休養室、娯楽室、多目的ホール） 

             健康センター    （体育館） 

             交流センター    （大浴場、陶芸室、園芸室、伝承室） 

             屋 外 施 設    （ゲートボールコート６面、マレットゴルフ 及び パットパットゴルフ

18ホール、イベント広場、バーベキュー広場、ふれあいの森） 

      建 設 費  46億8,000万円 

      開 館  平成６年４月６日 

 

② すこやかドーム管理運営（平成８年度～） 

すこやかドームは、スポーツの普及啓発を通じて、高齢者の生きがいと健康づくりを図るため、全天候型ゲートボ

ール場としてすかっとランド九頭竜に併設して建設した。 

ア 施 設 概 要 

      所 在 地  福井市剣大谷町第２号６番地１ 

      敷地面積  4,430.62㎡ 

      構 造  鉄骨造・平屋建 

      建築面積  1,673.22㎡ 

      コート数  ３コート 

      建 設 費  2億1,700万円 

      開 館  平成８年４月１日 

イ 利 用 料 金 

      競 技 場  １コート１時間につき  620 円 

      照 明  １コート１時間につき  310 円 

      器 具  ゲートボール１セット１日につき  2,090 円（スティック５本、ボール５個） 

ウ 利 用 状 況 

【R6実績】 

利用者数（人） 4,076 
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③ 大安寺温泉泉源管理運営（平成14年度～） 

旧すかっとランド九頭竜の敷地内にある、大安寺温泉第２号井の管理を行っている。 

【R6実績】 

配湯量（㎥） 

600 

 

 

④ こしの高齢者ふれあいセンター管理運営（平成18年２月～） 

こしの高齢者ふれあいセンターは、高齢者の自主的活動、寝たきりの予防等及び生きがいとふれあいの活動のための

施設として、高齢者のグループなどに開放している。 

ア 施 設 概 要 

      所 在 地  福井市蒲生町第１号91番地２ 

      敷地面積  887.57㎡ 

      構 造  RC造りタイル貼り1階建 

      建築面積  160.00㎡                   

      建 設 費  3,956万円 

      開 館  平成13年７月10日 

イ 利 用 料 金 

       無料 

ウ 利 用 状 況 

【R6実績】 

利用者数（人） 

479 
 

⑤ こしのゲートボール場管理運営（平成18年２月～） 

こしのゲートボール場は、市民の憩いの場として高齢者の福祉施策、青少年の健全育成及び世代間の交流に 

よる地域の活性化を図るための施設として、高齢者などに開放している。 

ア 施 設 概 要 

      所 在 地  福井市大味町第33号34番地１ 

      敷地面積  1230.89㎡ （更地）    

      建 設 費  1,900万円 

      開 場  平成６年７月１日 

イ 利 用 料 金 

       無料 

 

⑥ 清水高齢者福祉センター管理運営（平成18年８月～） 

清水高齢者福祉センターは、高齢者の健康増進、教養の向上及びレクリエーションのための施設として、高齢者な

どに開放している。 

ア 施 設 概 要 

         所 在 地  福井市風巻町第28号8番地1 

      敷地面積  14,789㎡ 

      構 造  鉄筋コンクリート造2階建 
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      建築面積  3,883㎡          

      建 設 費  ９億5,387万円 

      開 館  平成18年８月１日 

 

イ 利 用 料 金 

   ◇ 入館料 ３歳未満無料、３歳～小学生300円、一般（中学生以上）500円、 

         市内居住者：60歳以上300円、身体障がい者手帳をお持ちの方300円 

ウ 利 用 状 況 

【R6実績】 

利用者数（人） 

3,212 

 

（４） 一般介護予防事業 

① 自治会型デイホーム事業（平成12年度～） 

在宅の高齢者を対象に、全地区において、月５回以上、最も身近な集会場等を利用し､介護予防（転倒骨折予防・

認知症予防など）・健康チェック､創作・趣味活動及び各種相談等を行い、高齢者同士及び地域の人々との仲間づくり

やふれあいの輪を広げていくとともに、介護予防の様々な取組みを行っている。 

【R6実績】 

開催地区（地区） 開催区域（箇所） 開催回数（回） 実施会場（会場） 延参加者数（人） 

49 51 3,753 517 42,472 

 

② 多機能よろず茶屋設置事業（平成19年度～） 

ア いきいき長寿よろず茶屋（平成19年度～） 

元気な高齢者が自由に楽しく集える地域の仲間との交流拠点として、集会場などを利用した「よろず茶屋」を設 

置し、高齢者自身の生きがいづくりと地域との一層のネットワークづくりを支援している。 

【R6実績】 

実施箇所（箇所） 実施回数（回） 延参加者数（人） 

45 4,770 55,626 

 

イ ささえあいの家（平成28年度～） 

      小規模での見守り・サロン・互助活動を一体的に提供する多機能よろず茶屋（ささえあいの家）設置に補助 

し、地域による支え合い活動を支援している。 

【R6実績】 

実施箇所（箇所） 

7 

 

③ 介護予防対象者把握事業（平成29年度～） 

     元気度調査票（あたまの元気度調査票と、からだの元気度調査票「基本チェックリスト」）による自己チェックの

結果、生活機能の低下（運動機能・口腔機能・低栄養、認知機能）が疑われる場合には、地域包括支援センターに相

談を促し、早期介護予防の取組を推進している。 

また、公民館等の公共施設や医療機関等に元気度調査票を設置するとともに、自治会型デイホーム等、高齢者が集
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まる場を活用して元気度調査を周知し、介護予防活動の取組につなげている。 

 

④ 口腔機能向上サービス事業（平成29年度～） 

  介護予防と関わりが深い口腔機能について、歯科医療機関における適切な指導を受けることにより、要介護状態に

なることを予防するとともに、かかりつけ歯科医療機関における定期的な歯科検診と指導につなげる。 

   【R6実績】    

利用者数（人） 

516 

 
 

⑤ 地域リハビリテーション活動支援事業（平成29年度～） 
高齢者の介護予防、自立支援に係る支援を行う地域包括支援センター職員のケアマネジメント力向上を図るため、

リハビリテーション専門職を派遣している。 

【R6実績】 

 

 
 

 

⑥ 認知症検診（平成26年度～） 

認知機能の低下を自己チェック・自己判定できる「あたまの元気度調査」を実施し、認知機能の低下が疑われる高

齢者には医療機関でのＭＭＳＥ検査を行い、認知症の早期発見に努める。 

【R6実績】             

一次検診 二次検診（ＭＭＳＥ） 

実施数（人） 該当者（人） 受診者（人） 

4,740 1,124 259 

 

⑦ 介護サポーターポイント制度（平成21年度～） 

介護サポーターポイント制度に基づく活動を通して地域貢献することにより、はつらつと元気に暮らせる笑顔のコ

ミュニティづくりを進めるとともに、サポーター自身の社会参加活動を通じた介護予防を推進している。介護サポー

ター活動に対してポイントが付与され、１年間で最大5,000 円の交付金として換金できる。 
 

【R6実績】 

活動者数（人） 

419 

 

（５） 包括的支援事業 

① 地域包括支援センター（平成18年度～） 

包括的なケアを市民の身近な地域で行う中核機関として「地域包括支援センター（ほやねっと）」を日常生活圏域毎

に設置し、包括的支援事業（※）を一体的に実施している。 

事業内容 実施回数（回） 

地域包括支援センターのケアマネジメント力の向上支援 55回 

 名称 担当地域 住所 電話番号 

1 ほやねっと明倫 豊・木田 木田１丁目3308 33-5777 

2 ほやねっとあたご 足羽・湊 明里町9-20 33-6800 

3 ほやねっと中央北 宝永・春山・松本 文京2丁目9-1 28-7271 
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  （※包括的支援事業：①総合相談支援業務 ②権利擁護業務 ③包括的・継続的ケアマネジメント業務 ④介護予防マネジメント業務） 

 

② 在宅医療・介護連携推進事業（平成26年度～） 

在宅の医療・介護に関わる多職種が相互に関係づくりを進めるための会議や研修会、地域住民に在宅ケアを普及啓

発するための講習会を開催している。 

【R6実績】 

 福井市在宅医療・介護検討協議会 

開催回数（回） 

2 

  委員 12名（医師、歯科医師、薬剤師、看護師、理学療法士、作業療法士、介護支援専門員 等） 

 

在宅ケア講習会 

開催回数（回） 参加者数（人） 

9 247 

 

③ 介護予防・生活支援サービス検討会議（平成27年度～） 

市が実施する介護予防・日常生活支援総合事業について、サービス供給体制の整備に必要な事項を協議するため、

検討会議を設置している。 

【R6実績】  

開催回数（回） 

2 

 委員14名（理学療法士、作業療法士、介護サービス事業者代表、社会福祉関係団体代表、市民団体代表 等） 

 

④ 認知症施策総合推進事業 

認知症になっても住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、以下の事業を実施している。 

ア 認知症施策検討委員会設置事業（平成26年度～） 

認知症に関わる医療や介護、福祉等の関係団体の代表が、施策の進行管理や問題点の検討を行い、新たな課題につ

4 ほやねっと不死鳥 順化・日之出・旭 日之出4丁目3-12 20-5683 

5 ほやねっとあずま 和田・円山 和田中町舟橋7-1 28-8511 

6 ほやねっと大東 啓蒙・岡保・東藤島 丸山町40-7 53-4092 

7 ほやねっと九頭竜 中藤島・森田 高木中央3丁目1701 57-0040 

8 ほやねっと北 西藤島・河合・明新 新田塚1丁目42-1 25-2510 

9 ほやねっとみなみ 清明・麻生津 下荒井町20-6 43-1316 

10 ほやねっと社 社南・社北・社西 福1丁目1710 36-1246 

11 
ほやねっと光 

東安居・安居・一光・殿下・日新・清水東・

清水西・清水南・清水北・越廼 
大瀬町23字 101 35-0313 

12 
ほやねっと川西 

大安寺・国見・鶉・棗・鷹巣・本郷・宮ノ

下 
仙町6-4 97-8003 

13 
ほやねっと東足羽 

酒生・一乗・上文殊・文殊・六条・東郷・

美山 
下六条町217 41-4135 
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いても対応策を協議している。 

【R6実績】 

開催回数（回） 

2 

 委員 15名（医師、歯科医師、薬剤師、精神保健福祉士、介護支援専門員、社会福祉士、民生児童委員 等） 

 

イ 認知症地域支援推進員等設置促進事業（平成23年度～） 

認知症の人や家族への効果的な支援を行うために、医療と介護、地域の支援機関等の連携強化、本人や家族への 

相談業務等の地域における支援体制の構築を図ることを目的に認知症地域支援推進員を配置している。 

配置人数（人） 

5 

 

ウ 認知症初期集中支援チーム等設置事業（平成26年度～） 

高齢者宅を訪問し、認知症の人やその家族に早期に関わり、早期診断・早期対応に向けた支援を行うことを目的に

医師、看護師、精神保健福祉士等で構成する「認知症初期集中支援チーム」を配置している。 

【R6実績】 

訪問件数（件） 

280 

 

エ 認知症カフェ運営補助金交付事業（平成26年度～） 

認知症の人の家族の介護負担の軽減を図るため、認知症の人とその家族、地域住民、専門職等の誰もが参加し集う

場所として「認知症カフェ」を運営する団体に対し補助金を交付している。 

【R6実績】 

団体数 実施回数（回） 延参加者数（人） 

5 127 922 

 

⑤ 地域包括ケア推進協議会（平成27年度～） 

地域包括ケアに向けた施策の調査審議、すまいるオアシスプランの進行管理、介護保険サービスに関する情報の調

査分析及び検討、地域支援事業、地域密着型（介護予防）サービス事業の実施に必要な事項その他介護保険の円滑な

運営について審議するため附属機関を設置している。 

【委 員】 21名 （医師、薬剤師、栄養士、看護師、理学療法士、介護サービス事業者代表、市民団体代表等） 

【委 嘱】 令和6年4月1日から令和9年3月31日まで 

【会 議】 4回（令和6年度） 

 
（６） 地域支援任意事業 

① 介護者のつどい事業（平成12年度～） 

要支援１・２及び要介護１から５までの在宅の要介護者の介護者を対象に、介護の仕方や健康に関する情報を提供

し、介護者相互の意見交換や交流を通して在宅介護を支援している。 

【R6実績】 

開催回数（回） 参加者数（人） 

20 214 
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② 認知症理解普及促進事業（平成22年度～） 

認知症に対する正しい知識を広め、偏見のない住みやすい地域づくりを進めるため、認知症サポーター養成講座の

開催を支援している。認知症の人が利用しやすい店づくりに取り組む意向を示した店舗や企業、事業所を「認知症の

人にやさしいお店等」として認定している。さらに、認知症サポーター養成講座受講者のうち、希望者を対象とした

ステップアップ研修を開催し、知識の向上を図っている。 

  また、認知症理解普及啓発のため、普及啓発を行う団体に対して活動補助金を交付している。 

【R6実績】 

認知症サポーター養成講座 ステップアップ研修 活動補助金 認知症の人にやさしいお店等 

実施回数

（回） 

サポーター 

養成数（人） 

実施回数

（回） 

受講者数

（人） 

団体数 

（件） 

助成金額

（円） 

団体数 

（件） 

87 2,694 1 16 0 0 247 

 

③ 認知症高齢者ひとり歩き見守り事業（平成27年度～） 

高齢者の認知症による行方不明等の事案が多く発生していることから、地域住民が認知症に関する正しい知識を持

ち、日頃からの見守りや適切な対応等が行える地域づくりを目的に、公民館区で実施する。 

【R6実績】 

実施地区 

1地区 

④ 認知症行方不明高齢者事前登録制度（平成27年度～） 

認知症等で行方不明となるおそれのある高齢者の氏名・住所・身体的特徴等を事前に市に登録し、万が一、行方不

明になった場合に早期発見と早期保護につなげる。 

【R6実績】 

登録人数（人） 

497 

 

⑤ 成年後見制度支援事業（平成12年度～） 

判断能力の不十分な高齢者を支援していくために成年後見制度があり、申立ての手続きは家庭裁判所で行うが、申

立ての手続きをする親族がいない場合は市長が申立てを行っている。また、後見人報酬等を負担できない方の費用を

市が助成している。 

 

 

【R6実績】 

市長申立件数（件） 報酬助成申請件数（件） 

41 88 

 

⑥ 高齢者虐待防止ネットワーク運営事業（平成17年度～） 

高齢者の虐待防止、早期発見及び早期対応のための支援方策を充実させるため、保健、福祉、介護、医療をはじめ

法曹、警察等の関係機関、関係諸団体の有機的な連携ネットワークを運営している。（「高齢者虐待防止ネットワーク

運営委員会」、平成17年７月設置） 

【R6実績】 

養護者による高齢者虐待事例相談件数（件） 虐待と判断した件数（件） 

   93 57 
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⑦  高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業（平成15年度～） 

  福井市シルバーハウジング（福町市営住宅Ｓ棟）に入居している高齢者に対し、自立して安全かつ快適な生活を営 

むことができるよう在宅生活を支援するため、生活援助員（ＬＳＡ）を派遣し、生活指導、生活相談、安否の確認、 

緊急時の対応等を行っている。 

【R6実績】 

入居世帯数（戸） 相談生活指導件数（件） 安否確認（件） 

24 1 4,140 

 

（７） 介護予防・生活支援サービス事業 

① 介護予防・生活支援サービス事業（平成29年度～） 

介護保険法の改正により、平成29年度から要支援者を対象にした訪問介護・通所介護が市の実施する地域支援事

業に移行し、それぞれ訪問型サービス・通所型サービスとして実施している。 

【R6実績】 

 

 

 

 

 

② 介護予防ケアマネジメント事業（平成29年度～） 

介護予防・日常生活支援総合事業の対象者に対し適切なアセスメントを実施することにより、対象者の状況を踏ま

えた目標を設定し、対象者がそれを理解した上で目標達成に取り組んでいけるよう支援している。 

【R6実績】 

 件数（件） 

介護予防ケアマネジメント 15,447 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

サービス種別 延べ利用者数（人） 

訪問型サービス 8,028 

通所型サービス 23,620 
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保 健 衛 生 
 

本市は、平成31年4月に中核市となり、それまで県が行っていた保健所業務の移譲を受け、福井市保健所を開設した。 

福井市保健所においては「公衆衛生の拠点」として、医事・薬事、感染症対策、食品衛生、精神保健、難病支援等広域的、

専門的な業務を行っている。 

感染症や食中毒によって生じる市民の生命や健康の安全を脅かす事態に対して、その発生予防に努め、発生時には被害の

拡大防止に迅速に対応している。また、精神保健や難病支援では、相談者の状況に応じて保健・医療・福祉・介護等の関係

機関との連携を図り、適切な支援を行っている。 

一方、健康管理センターでは、健康で生きがいをもち安心して暮らせるまちをつくるために、第3次福井市健康増進計画

「健康ふくふくプラン21」に基づき、各種保健事業により市民の生涯にわたる健康づくりを支援している。 

健康増進事業としては、健康づくりと生活習慣病の発症と重症化予防のため各種健康教育・健康相談・訪問指導を行うと

ともに疾病を早期に発見し、適切な治療に結びつけるため、健康診査や各種がん検診等を実施している。 

また、高齢者等の定期予防接種事業を実施するほか、救急医療対策として、夜間や休日における初期救急医療の提供を行

っている。救急医療対策として、夜間や休日における初期救急医療の提供を行っている。 

 

１ 医 事 薬 事 
（１）医療施設 

診療所や歯科診療所を開設する場合や、構造設備（診察室、給食施設等）、診療科目等を変更する場合には、医療法

に基づく許可申請や届出が必要となる。必要に応じて実地調査を行い、許可等を行っている。 

 

① 診療所の許可及び届出の受理 （単位：件） 

年度 R4 R5 R6 

一般診療所 226 170 158 

歯科診療所 80 61 68 
 

② 医療法第２５条に基づく立入検査    （単位：件） 

年度 R4 R5 R6 

種別 施設数 立入検査数 施設数 立入検査数 施設数 立入検査数 

有床診療所 29 0 ※ 26 8 24 10 

無床診療所 236 0 ※ 236 49 238 51 

歯科診療所 137 0 ※ 133 16 132 14 

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため延期。 

③ 医療安全相談窓口  （単位：件） 

年度 R4 R5 R6 

相談件数 17 52 28 

 

（２）薬事施設 

薬局を開設する場合や医薬品の店舗での販売、毒物劇物の販売等を行う場合には、関係法令に基づく許可申請や登

録申請等が必要となる。必要に応じて実地調査を行い、許可等を行っている。 

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係 
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① 薬局等の許可及び届出の受理 （単位：件） 

年度 R4 R5 R6 

種別 許可申請数 届出 許可申請数 届出 許可申請数 届出 

薬局 19 751 21 833 42 910 

店舗販売業 13 694 18 649 28 742 

高度管理医療機器等

販売（貸与）業 
72 95 41 118 48 142 

管理医療機器販売業

（貸与）業 
 181  132  128 

② 許可・届出施設の監視指導 （単位：件） 

年度 R4 R5 R6 

種別 施設数 監視指導数 施設数 監視指導数 施設数 監視指導数 

薬局 122 23 126 32 133 44 

店舗販売業 87 18 87 32 97 39 

高度管理医療機器等

販売（貸与）業 
227 71 232 44 239 50 

管理医療機器販売業

（貸与）業 
757 1 777 0 771 0 

 

毒物及び劇物取締法関係 

① 毒物劇物販売業等の登録及び届出の受理 （単位：件） 

年度 R4 R5 R6 

種別 
登録 

申請数 
届出数 

登録 

申請数 
届出数 

登録 

申請数 
届出数 

毒物劇物販売業 

一般 42 19 36 35 34 36 

農業用品目 3 3 0 10 7 7 

特定品目 6 0 3 3 0 2 

業務上取扱者 
電気メッキ業 0 0 0 1 0 1 

運送業 0 0 0 0 0 0 

② 登録・届出施設の監視指導 （単位：件） 

年度 R4 R5 R6 

種別 施設数 
監視 

指導数 
施設数 

監視 

指導数 
施設数 

監視 

指導数 

毒物劇物販売業 

一般 160 36 159 36 156 21 

農業用品目 17 1 17 1 16 6 

特定品目 10 6 9 3 9 0 

業務上取扱者 
電気メッキ業 4 0 4 0 4 0 

運送業 3 0 3 0 3 0 
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２ 感 染 症 対 策 

（１）感染症対策 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（以下「感染症法」という。）の規定により、一類から四

類及び五類感染症の一部（全数把握対象感染症）の患者を診断した医師からの届出を受理している。保健所において

発生届出を受理後、必要に応じ感染源との接触状況や発症までの行動等の調査を実施し、感染拡大を防止するための

措置を講じている。 

 

感染症発生状況数（各年1月1日～12月31日）                        （単位：件） 

 疾患名 R4 R5 R6 

二類感染症 結核（新規登録者数）※1 16 19 24 

三類感染症 
細菌性赤痢 0 1 0 

腸管出血性大腸菌感染症 5 5 1 

四類感染症 

Ｅ型肝炎 2 0 1 

つつが虫病 0 0 0 

日本紅斑熱 0 0 0 

レジオネラ症 5 5 6 

五類感染症 

アメーバ赤痢 0 0 1 

ウイルス性肝炎 1 0 0 

カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 2 1 1 

急性脳炎 0 2 0 

クロイツフェルト・ヤコブ病 0 0 1 

劇症型溶血性レンサ球菌感染症 3 5 6 

ジアルジア症 0 1 0 

侵襲性インフルエンザ菌感染症 1 1 3 

侵襲性肺炎球菌感染症 8 7 13 

水痘（入院例） 0 0 3 

梅毒 44 26 24 

バンコマイシン耐性腸球菌感染症 0 1 0 

百日咳 0 2 2 

新型インフルエ

ンザ等感染症 
新型コロナウイルス感染症 ※２ 40,453 ― ― 

※１ 結核の発生届出はあったが、治療の経過等から他の疾患であると判明した件数を含む（R4 １件、R5 0件、

R6 0件）。 

※2 全数届出の見直しにより、令和4年は9月25日までの届出数となっている（9月26日以降市町村ごとの発生数 

は把握できなくなった）。 
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（２）結核対策 

結核患者数は減少傾向にあるものの、依然として日本最大の感染症の１つであり、まん延防止対策が重要である。 

医師から結核発生届出があった際は、感染源との接触状況や発症までの行動等を迅速に調査し、必要に応じて接触

者の健康診断を実施している。また、治療が終了した後も経過観察が必要な患者について、管理検診を実施している。 

 

接触者健診・管理検診実施状況 （単位：人） 

年度 R4 R5 R6 

接触者健診受診者 58 69 287 

管理検診受診者 27 37 24 

 

(３) 肝炎ウイルス検査 

肝炎ウイルス陽性者を早期に発見し適切な治療につなげるため、肝炎ウイルス検査を実施している。 

 

  肝炎ウイルス検査実施状況 

年度 R4 R5 R6 

保健所実施分 
検査実施回数（回）  5 ※ 29 28 

検査件数（件）  8 ※         80 95 

医療機関委託分 検査件数（件） 127        151 129 

※新型コロナウイルス感染症対応のため一部中止。 

 

（４）風しん抗体検査 

胎児に先天性の障がいが生じる先天性風しん症候群の発生を予防するため、妊娠を希望する女性やその配偶者等に

対して、予防接種が必要である者を効率的に抽出する風しん抗体検査を実施している。 

 

  風しん抗体検査実施状況 （単位：件） 

年度 R4 R5 R6 

検査件数 216 208 188 

 

(５) ＨＩＶ検査 

受検者のプライバシーの保護と積極的な受検を勧めるため匿名・無料の検査を実施し、ＨＩＶ感染症及びエイズの

発生予防とまん延防止を図っている。 

 

  ＨＩＶ抗体検査実施状況 

年度 R4 R5 R6 

検査実施回数（回） 5 ※ 30 28 

検査件数（件） 17 ※ 119 106 

         ※新型コロナウイルス感染症対応のため一部中止。 
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（６）梅毒・クラミジア検査 

近年増加傾向にある性感染症の早期発見・早期治療に繋げるため、令和５年度から梅毒検査、令和６年度から性器

クラミジア検査を実施している。 

  梅毒検査実施状況 

 年度 R5 R6 

梅毒 
検査実施回数（回） 26 28 

検査件数（件） 109 96 

クラミジア 
検査実施回数（回） - 23 

検査件数（件） - 73 

 

 

（７）予防接種 

 

年度 
高齢者インフルエンザ 高齢者肺炎球菌 新型コロナウイルス感染症 

対象数 
（人） 

接種数 
（人） 

率 
（％） 

対象数 
（人） 

接種数 
（人） 

率 
（％） 

対象数 
（人） 

接種数 
（人） 

率 
（％） 

Ｒ4 77,471 44,621 57.6 12,025 2,183 18.2 － － － 

Ｒ5 77,426 43,090 55.7 11,946 2,427 20.3 － － － 

Ｒ6 77,489 39,073 50.4 3,038 649 21.4 78,089 16,239 20.8 

※ 高齢者肺炎球菌は、平成26年10月から定期予防接種となった。 

※ 新型コロナワクチンは、令和6年4月から定期予防接種となった。 

 

年度 

風 し ん の 追 加 的 対 策 

抗体検査 風しん５期 

実施数 
（人） 

内 訳 
接種数 
（人） 

率 
（％） 

接種対象※ 
（人） 

接種非対象 
（人） 

Ｒ4 737 203 534 168 82.8 

Ｒ5 778 196 582 197 100.5 

Ｒ6 477 121 356 136 112.4 

※ 風しんの追加的対策は、令和元年度から6年間の実施。 

※ 風しん５期の対象者数は、抗体検査の接種対象※となる。 
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 ３ 保 健 支 援 
 
（１）小児慢性特定疾病児童支援 

① 小児慢性特定疾病児童等自立支援事業 

小児慢性特定疾病児童等の健全育成及び自立促進のため、各種相談や訪問指導を行うとともに、講演・相談会を開催

している。 

年度 R4 R5 R6 

相談・訪問指導 

面接相談（件） 24 19 43 

電話相談（件） 23 48 74 

訪問指導（件） 7 2 59 

講演・相談会 参加者数（延べ人数）   - ※ 3 11 

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため開催せず。 

②小児慢性特定疾病医療費助成 

小児慢性特定疾病児童等を持つ家庭の経済的負担を軽減するため、医療費を助成している。 

  医療費助成数 

年度 R4 R5 R6 

医療費給付実人員（人） 213 205 190 

給付延件数（件） 3,461 3,418 2,997 

 

（２）不妊治療支援 

子どもの出生を望む夫婦の経済的負担を軽減するため、不妊治療の治療費の一部を助成している。 

 

  治療費助成数(男性不妊治療費助成を含む。)                         （単位：件） 

年度 R4 R5 R6 

助成件数 367 640 675 

 

（３）難病支援 

難病患者やその家族の不安を軽減するため、各種相談や訪問指導を行うとともに、講演・相談会を開催している。

また、地域の難病患者等への支援における課題について関係機関と情報共有するため、難病対策地域協議会を開催し

ている。 

年度 R4 R5 R6 

相談・訪問指導 

面接相談（件） 219 297 337 

電話相談（件） 16 51 38 

訪問指導（件） 2 11 16 

講演・相談会 

開催回数（回）   0 ※  2 1 

参加者数（人）   - ※  6（相談会のみ） 
44（講演会） 

10（相談会） 

相談件数（件）   - ※  6 11 

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため開催せず。 
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（４）精神保健支援 

① 精神保健事業 

精神障がい者の早期治療や社会復帰の促進のため、精神科医による定例相談会や職員による相談・訪問指導を行

うとともに、障がい理解への普及啓発を図っている。 

年度 R4 R5 R6 

精神科医による   

定例相談 

開催回数（回） 16 15 19 

相談件数（件） 37 38 40 

職員（保健師、社会

福祉士）による相

談・訪問 指導 

面接相談（件） 163 195 67 

電話相談（件） 775 1,493 988 

訪問指導（件） 220 278 218 

講演会 参加者数（人） 56 44 39 

 

 ② 自殺対策事業 

自殺を防止するため、臨床心理士による相談の実施や様々な悩みに関する総合相談会を開催するとともに、自殺

の危険を抱えた人に適切に関わることができるゲートキーパーを養成する研修会を開催している。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（５） 栄養管理支援 
① 特定給食施設等の栄養管理支援 

給食を通じた施設利用者の健康増進を図るため、特定給食施設を中心に巡回指導及び集団指導を実施し、適切な

栄養管理の実施を推進している。 

年度 R4 R5 R6 

巡回指導 実施施設数 63 80 116 

集団指導 
開催回数（回）   - ※ 0 0 

参加者数（人）   - ※ 0 0 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催せず。 

② 食品表示（保健事項）相談対応等 

食品表示法（栄養成分表示）及び健康増進法等（健康食品の虚偽誇大表示等の禁止について）に基づく適正な表

示の実施について、周知啓発及び相談対応を実施している。 

    相談指導件数                                     （単位：件）  

年度 R4 R5 R6 

食品表示法 26 39 14 

健康増進法 4 1 6 

年度 R4 R5 R6 

臨床心理士によ

る相談 

開催回数（回） 8 8 8 

相談件数（件） 25 28 21 

悩みごと総合相

談会 

開催回数（回） 3 4 4 

相談件数（件） 31 44 38 

ゲートキーパー

養成研修 
受講者数（人） 258 445 174 
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（６）受動喫煙対策支援 

   望まない受動喫煙を防止するため、事業者向けポスターの配布や各種情報媒体による広報を実施し、制度の周知啓

発及び相談指導等を行っている。 

相談・届出数                                            （単位：件） 

年度 R4 R5 R6 

相談件数 22 18 20 

喫煙可能室設置施設届出件数 

新規 0 0 2 

変更 0 0 0 

廃止 1 0 1 

４ 救 急 医 療 

（１）救急医療対策 

① 初期救急医療体制 

・福井市休日急患センター（平成4年10月から開設、令和2年4月から診療時間変更） 

福井市城東4丁目14－30（健康管理センター東隣）TEL22－2099 

診療科目 内科 

日曜・祝日、12月30日～1月3日…9時～18時 

（12月～2月は9時～23時） 

土曜夜間…………………19時～23時 

・福井県こども急患センター（平成23年4月から開設） 

福井市城東4丁目14－30（健康管理センター東隣2階）TEL26－8800 

診療科目 小児科 

日曜・祝日、12月30日～1月3日…9時～23時 

月曜～土曜夜間…………………19時～23時 

・福井市休日急患歯科診療所（平成4年10月から開設、令和元年12月から診療時間変更） 

福井市大願寺3丁目4－1（福井県歯科医師会館内）TEL26－8468 

日曜・祝日、12月30日～1月3日、8月14日・15日・16日…9時～12時、13時～17時 

・休日昼間在宅当番医制（昭和40年から実施、令和4年4月から診療時間変更） 

外科１院を当番医に指定 

日曜・祝日、12月30日～1月3日…9時～17時 

※在宅当番医の問い合わせはTEL21－2119（週末のみ）で対応。 

② ２次救急医療体制 

＜嶺北地区病院群輪番制＞ 

  初期救急医療機関からの搬送及び入院治療を必要とする重症患者に対する医療に対応するため、福井県立病院、

福井赤十字病院､福井県済生会病院、福井大学医学部附属病院、福井勝山総合病院、福井総合病院、公立丹南病

院が輪番制により担当（昭和53年から実施） 

＜嶺北地区小児救急医療支援＞ 

  毎日の夜間における初期救急医療機関から搬送される小児救急医療に対応するため、福井県立病院、福井赤十

字病院､福井県済生会病院、福井大学医学部附属病院が輪番制により担当（平成15年から実施） 

③ ３次救急医療体制 

主に２次救急医療機関からの搬送による重篤な救急患者が対象となり、福井県立病院の救命救急センターが担

当（昭和58年から実施）  
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５ 生 活 衛 生 

（１）食品衛生 

   食品衛生法に基づく飲食店等の営業許可や届出、変更、廃止等の手続きを行うとともに、営業施設に対する監視指

導等を行っている。また、流通食品の細菌等の検査を行い、安全性を確認する。食中毒の疑いがある事案を探知した

際には迅速に調査を行い、健康被害の拡大防止、原因究明及び再発防止を図った。 

① 許可・届出、監視指導                    （単位：件） 

     R4 R5 R6 

許可総数 4,784 4,869 4,913 

届出総数 2,338 2,542 2,615 

監視指導数 3,311 3,269 3,021 

② 食中毒対応                         （単位：件） 

         R4 R5 R6 

食中毒発生数 10 7 6 

行政処分数 7 6 5 

③ 食品の収去                         （単位：件） 

         R4 R5 R6 

検査件数 68 70 54 

 

（２）環境衛生 

   興行場法、旅館業法、公衆浴場法、理容師法、美容師法及びクリーニング業法等に基づき、各種営業許可や届出、

変更、廃止等の手続きを行うとともに、営業施設に対する監視指導等を行っている。 

① 営業六法関係                              （単位：件）  

根拠法 
R4 R5 R6 

許可総数 監視指導数 許可総数 監視指導数 許可総数 監視指導数 

興行場法 15 1 15 0 15 0 

旅館業法 152 55 157 47 164 28 

公衆浴場法 49 17 51 26 55 15 

理容師法 295 12 291 9 279 70 

美容師法 745 31 794 39 779 207 

クリーニング業法 311 2 309 3 280 44 

 

 ② 特定建築物関係                  （単位：件） 

      R4 R5 R6 

施設総数 124 126 127 

監視指導 29 40 48 
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（３）動物愛護 

   動物の愛護及び管理に関する法律に基づく動物の保護、引取り、返還、譲渡等の業務を行う（実務は県に委託）。ま

た、動物取扱業の登録届出、特定動物の飼養許可等の手続きを行うとともに飼養施設に対する監視指導等を行ってい

る。 

① 収容実績                        （単位：頭） 

 R4 R5 R6 

捕獲 4 4 7 

引取 162 119 83 

傷病 10 10 14 

② 動物取扱業                                （単位：件） 

 R4 R5 R6 

第1種 
施設数 68 75 78 

立入検査数 47 80 44 

第2種 
施設数 8 9 10 

立入検査数 3 8 3 

 

（４）狂犬病予防と畜犬登録 

   狂犬病予防法に基づく犬の登録、狂犬病予防注射済票の交付等の手続きを行っている。 

  飼い犬登録数及び狂犬病予防注射数                      （単位：頭） 

  R4 R5 R6 

犬の登録数 
年度末登録数 10,766 11,245 10,569 

うち新規登録数 982 1,131 1,120 

予防注射数 7,979 8,011 8,101 

 

６ 成 人 保 健 
（１）長寿（後期高齢者）健康診査 

 

 

 

 

 

 
 

（２）一般健康診査 

 

 

 

 

 

 

年 度 
長寿健康診査 

受診数（人） 受診率（％） 

Ｒ4 5,785 15.8 

Ｒ5 6,390 16.9 

Ｒ6 6,909 17.6 

年 度 

生活保護受給
者の健康診査 

受診数（人） 受診率（％） 

Ｒ4 162 7.6 

Ｒ5 158 6.9 

Ｒ6 149 7.1 
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（３）が ん 検 診 

 
 
※ 子宮頸がん検診は、妊婦健診を含む。 

※ 胃、子宮頸、乳がんの検診間隔は2年度に1回。 

※ 受診率は国勢調査をもとに算出した県独自調査による就業者を引いた対象者数にて算出。 

 

（４）健康教育・相談 

年 度  

健康教室 健康相談 

回数 
(回) 

参加者数 
（人） 

延べ人数 
（人） 

Ｒ4 83 1,270 372 

Ｒ5 187 4,040 542 

Ｒ6 201 6,093 465 

 

  

年 度 

肺   が   ん 胃   が   ん 大  腸  が  ん 

対象者数
（人） 

受診数
（人） 

受診率
（％） 

対象者数
（人） 

受診数
（人） 

受診率
（％） 

対象者数
（人） 

受診数
（人） 

受診率
（％） 

Ｒ4 70,691 11,732 16.6 70,691 4,199 11.6 70,691 13,211 18.7 

Ｒ5 70,691 11,703 16.6 70,691 3,885 11.4 70,691 13,752 19.5 

Ｒ6 70,691 12,127 17.2 70,691 4,059 11.2 70,691 14,047 19.9 

年 度 

子   宮   頸   が   ん 乳   が   ん 前  立  腺  が  ん 

対象者数
（人） 

受診数
（人） 

受診率
（％） 

対象者数
（人） 

受診数
（人） 

受診率
（％） 

対象者数
（人） 

受診数
（人） 

受診率
（％） 

Ｒ4 49,750 10,353 41.7 43,924 6,661 30.9 24,569 5,039 20.5 

Ｒ5 49,750 10,215 40.4 43,924 6,783 30.4 24,569 5,092 20.7 

Ｒ6 49,750 10,370 40.4 43,924 7,166 31.5 24,569 5,264 21.4 
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保 健 所 

本市の公衆衛生の拠点として、感染症対策や食中毒予防等の広域的、専門的な業務のほか、精神保健や難病等の相談支援

などを行っている。 

 

１ 概 要 

 

 

 

 

 

 

 

健 康 管 理 セ ン タ ー 

市民の健康ですこやかな日常生活を確保するため、市民に密着した対人保健サービスを総合的に行う拠点とするとともに、

市民一人ひとりが自主的な保健活動の場とすることを目的としている。 

 

１ 概 要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※福井市清水健康管理センターの各面積及び総工費には福井市清水高齢者福祉センターを含む。 

名 称 福井市保健所 

所 在 地 福井市西木田2丁目8番8号 

（福井健康福祉センター内） 

開 設 年 月 平成31年4月 

延 床 面 積 3,236.33㎡の一部915.90㎡ 

構 造 

 

鉄筋コンクリート造 

地上4階建 

名 称 福井市健康管理センター 福井市清水健康管理センター 

所 在 地 福井市城東4丁目14番30号 福井市風巻町第28号8番地１ 

開 設 年 月 平成4年10月 平成18年8月 

敷 地 面 積 7,839.48㎡ 15,230.98㎡ 

建 物 面 積 1,867.06㎡ 4,353.98㎡（検診車スペース等を含む） 

延 床 面 積 3,508.36㎡ 3,883.47㎡ 

構 造 

 

鉄骨鉄筋コンクリート造 

地下1階  地上2階建 

鉄骨鉄筋コンクリート造 

地上2階建 

工 期 平成2年12月21日～平成4年3月25日 

増築分 

平成25年5月14日～平成25年10月18日 

平成17年7月29日～平成18年7月10日 

総 工 費 2,845,140千円（用地費を含む） 

増築分 

13,785千円 

979,743千円 
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診 療 所 
 

地域住民の健康増進、健康管理及び疾病等の治癒を図るため、診療所を設置している。 

 

１ 施 設 概 要 
（令和6年4月1日現在） 

施 設 名 美山診療所 

所 在 地 
美山町7－1 

（美山連絡所内） 

開 設 年 月 昭和40年6月 

建 設 年 月 昭和48年9月 

建 物 構 造 鉄筋コンクリート3階建 

延べ床面積 2,543㎡の一部167㎡ 

診療科目 リハビリテーション科 

診 療 日 火 曜 日 

診療時間 13:00～14:30 

 

２ 利 用 状 況 

施 設 名 

美山診療所 

リハビリテーション科 

令和４年度 
診療日数（日） 24 

利用者数（人） 98 

令和５年度 
診療日数（日） 26 

利用者数（人） 69 

令和６年度 
診療日数（日） 27 

利用者数（人） 41 
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聖 苑 
 

市民の公衆衛生の向上及び福祉の増進に資するため、施設内には、火葬炉10基のほか葬儀式場、告別室、収骨室、待合室、

待合ロビー等を設け、人生の終焉の場として、遺族の方々にやすらぎと心の和む雰囲気を与える施設となっている。平成19

年４月から指定管理者制に移行し、市民サービスの向上につなげている。 

 

１ 施 設 概 要 
（単位：㎡） 

所 在 地 福井市安田町第11号１番地 敷 地 面 積 46,670 

建 設 年 度 平成11年10月１日 建 物 面 積 4,676 

規 模 

火 葬 棟 鉄筋コンクリート2階建 2,525 

待 合 棟 鉄筋コンクリート2階建 1,470 

火 葬 炉 灯油 10基  

斎 場 棟 鉄筋コンクリート平屋建 558 

そ の 他 鉄筋コンクリート平屋建 123 

 
 

２ 使 用 料 
（単位：円） 

 

種          別 
金        額 

市 内 住 民 市 外 住 民 

火 葬 
12歳以上の者 10,000  50,000  

１歳以上12歳未満の者 5,000 30,000 

式 場  50,300 104,800 

待 合 室 
和   室 2,700 5,200 

洋   室 2,700 5,200 

 

 

３ 使 用 状 況 
 

年    度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

区    分 市 内 市 外 計 市 内 市 外 計 市 内 市 外 計 
1 2 歳 以 上（人） 3,341 262 3,603 3,247 258 3,505 3,352 248 3,600 

１歳以上12歳未満（人） 0 0 0 0 0 0 4 0 4 

１歳未満・死胎児（人） 49 6 55 46 1 47 38 9 47 

身体の一部産汚物含む（件） 30 14 44 20 9 29 11 6 17 

式       場（件） 83 3 86 72 2 74 54 4 58 

待合室（件） 
和室 499 50 549 576 52 628 615 65 680 

洋室 118 14 132 105 11 116 133 5 138 
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国 民 健 康 保 険 
 

１ 被保険者の概況 
（年度平均）  

区 分 令 和 ４ 年 度 令 和 ５ 年 度 令 和 ６ 年 度 

被 保 険 者 数 
加 入 率 

41,608人 
16.12% 

39,456人 
15.40% 

37,330人 
14.68% 

世 帯 数 
加 入 率 

28,420世帯 
26.68% 

 27,358世帯 
25.48% 

 26,381世帯 
24.35% 

 

２ 保険税賦課基準 
（令和６年度）  

区  分 課 税 対 象 
税   率 

医療保険分 後期高齢者 
支援金等分 介護保険分 

所 得 割 課税総所得金額 100分の7.20 100分の2.80 100分の3.00 
均 等 割 被保険者１人につき 27,000円 9,600円 11,000円 
平 等 割 １世帯につき 16,200円 6,000円 6,400円 

 

３ 保険税賦課状況 
（令和６年度）  

賦 課 期 日 ４月１日 
納 期 普通徴収 8回（7、8、9、10、11、12、1、2月）、特別徴収 6回（4、6、8、10、12、2月） 

賦 課 方 式 ３方式（所得割額、均等割額、平等割額の合計額） 
賦 課 限 度 額 医療分  65万円、支援分  24万円、介護分  17万円 

限度額超過世帯数 医療分 372世帯、支援分 408世帯、介護分 359世帯 
 

４ 保険税収納状況（現年課税分） 
（各年度末）  

区 分 令和４年度決算額 令和５年度決算額 令和６年度決算額 

調 定 額 4,235,209,100円 4,092,110,500円 3,942,873,600円 

収 納 額 4,080,428,549円  3,926,293,726円  3,792,725,000円 

収 納 率 96.35％ 95.95％ 96.19％ 

１世帯当たり調定額 149,022円  149,576円  149,459円 

１ 人 当 た り 調 定 額 101,788円  103,713円  105,622円 

 

５ 低所得世帯の保険税軽減状況 
（令和６年度）  

区    分 軽  減  額 被 保 険 者 数 世  帯  数 
７ 割 軽 減 409,396,470円 9,762人 7,915世帯 

５ 割 軽 減 164,971,450円 6,141人 3,904世帯 

２ 割 軽 減 51,422,630円 4,781人 2,939世帯 

計 625,790,550円 20,684人 14,758世帯 
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６ 保険給付の種類                （令和６年度） 
（１）療 養 の 給 付  年 齢 給付割合  

  未就学児 ８割  

  就学児から６９歳まで ７割  

  
７０歳以上 

８割 

現役並み所得者は７割 

 

 

（２）給 付 の 内 容 診療、治療材料の支給、処置手術、その他の治療、 

病院又は診療所への収容、看護、移送、柔整、鍼灸の施術 

（３）高額療養費の支給 同じ月にかかった医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、申請をして認められれば、

その超えた分が支給される。（昭和50年１月より実施） 

（４）出産育児一時金の支給  分娩年月日 出産・満22週以降の死産 満12週以降22週未満の死産  

   

分娩施設 
H21.10.1～ H21.10.1～ 

 

  

産科医療補償 

制度加入施設 

分娩年月日 ～R05.3.31 

420,000 円 

分娩年月日 R05.4.1～

500,000 円 

分娩年月日 ～H26.12.31 

390,000 円 

分娩年月日 H27.1.1～ 

404,000 円 

分娩年月日 R04.1.1～ 

408,000 円 

分娩年月日 R05.4.1～ 

    488,000 円 

 

  

産科医療補償 

制度未加入施設 

分娩年月日 ～H26.12.31 

390,000 円 

分娩年月日 H27.1.1～ 

404,000 円 

分娩年月日 R04.1.1～ 

408,000 円 

分娩年月日 R05.4.1～ 

    488,000 円 

 

（５）葬 祭 費 の 支 給 １件   50,000 円  

 

７ 保険給付状況 

（１）一般被保険者医療費給付状況 
（各年度末）  

年 度 件 数 費 用 額 保険者負担分 一部負担金 他法負担分 

R04 653,774件 17,970,219,868円 13,254,038,871円 4,311,896,545円 404,284,452円 

R05 634,580件 17,469,792,657円 12,856,888,824円 4,238,398,509円 374,505,324円 

R06 612,397件 16,953,335,099円 12,451,320,388円 4,169,197,259円 332,817,452円 
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（２）退職被保険者医療費給付状況 
（各年度末）  

年 度 件 数 費 用 額 保険者負担分 一部負担金 他法負担分 

R04 0件 0円 0円 0円 0円 

R05 0件 0円 0円 0円 0円 

R06 0件 0円 0円 0円 0円 

 

（３）高額療養費給付状況 
（各年度末）  

年 度 
一 般 被 保 険 者 分 退 職 被 保 険 者 分 合 計 

件 数 金 額 件 数 金 額 件 数 金 額 

R04 34,509件 2,023,220,034円 0件 0円 34,509件 2,023,220,034円 

R05 34,031件 2,029,574,802円 0件 0円 34,031件 2,029,574,802円 

R06 32,818件 2,016,564,668円 0件 0円 32,818件 2,016,564,668円 

 

（４）その他の保険給付費 
（各年度末）  

年 度 

出 産 育 児 一 時 金 葬 祭 費  傷 病 手 当 金 

件 数 金 額 件 数 金 額 件 数 金 額 

R04 60件 24,708,000円 265件 13,250,000円 104件 2,251,865円 

R05 92件 44,316,000円 245件 12,250,000円 4件 94,327円 

R06 73件 36,464,000円 275件 13,750,000円 2件 57,012円 

 

８ 国民健康保険基金 

国民健康保険事業の安定的な運営のため、各会計年度において生じた剰余金の範囲内で基金として積み立てをする。 

 

令和５年度末 
現在残高 

令和６年度 
令和６年度末 
現在残高 

積立額 処分額 

1,616,715,651円 201,917,025円 320,291,000円 1,498,341,676円 
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後 期 高 齢 者 医 療 制 度 
 

後期高齢者医療制度は、75歳以上の方と、一定の障害があると認定された65歳～74歳までの方が加入する医療保険制度で

ある。制度の運営は福井県内のすべての市町が加入する「福井県後期高齢者医療広域連合」が行い、本市は保険料の徴収事

務や窓口業務等を担っている。 

 

１ 被保険者の概況      （令和６年度末） 
区 分 令 和 ６ 年 度 

7 5 歳 以 上 43,585人 

障 害 認 定   626人 

計 44,211人 

 

２ 保険料賦課基準                （令和６年度末） 
区 分 賦 課 対 象 料 率 

所 得 割 賦課のもととなる所得金額 100分の9.7 

均 等 割 被保険者１人につき 49,700円 

 

３ 保険料賦課状況                                 （令和６年度末） 
賦 課 期 日 ４月１日 

納 期 普通徴収 8回（7、8、9、10、11、12、1、2月）、特別徴収 6回（4、6、8、10、12、2月） 

賦 課 方 法 旧ただし書き方式（所得割、均等割の合計額） 

賦 課 限 度 額 80万円 限度額を超える被保険者数 65人 

賦課緩和限度額 73万円 限度額を超える被保険者数 637人 

 

４ 保険料収納状況（現年課税分）                  （令和７年５月末） 
 

区    分 調 定 額 収 納 額 収 納 率 １人当たり調定額 

令和６年度  3,887,765,400円  3,874,209,554円  99.65％  87,936円  

 

５ 低所得者の保険料軽減状況                           （令和６年度末） 
 

均 等 割 軽 減 ７ 割 軽 減 ５ 割 軽 減 ２ 割 軽 減 被 用 者 保 険 の 
被 扶 養 者 合 計 

令和６年度  15,077人  6,490人  5,154人  269人  26,990人  

  

６ 申請・届出受付状況                        （令和６年度末） 

区    分 資 格 関 係 給 付 関 係 そ の 他 計 

令和６年度  1,900件  9,229件  2,806件  13,935件  

※福井県後期高齢者医療広域連合提出分 
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国 民 年 金 
 

１ 基 礎 年 金 

  国民年金は、従来は被用者年金制度に加入していない自営業者等を対象としていたが、昭和61年４月１日の国民年金

法改正に伴い、被用者年金制度の被保険者等及び被扶養配偶者も国民年金の被保険者となった。老齢・障害・死亡につい

ての年金給付として「基礎年金」が支給される。 
 

加 入 状 況                                       （令和7年3月31日現在） 

加   入   者   数 
計 

第 1 号 加 入 者 任 意 加 入 者 第 ３ 号 被 保 険 者 
23,580 人 389 人 9,435 人 

 
33,404 人 

 

納 付 状 況                         （令和7年3月31日現在） 

年 度 納 付 対 象 月 数 納 付 実 施 月 数 納 付 率 

R４ 167,929 135,943  80.9 ％ 

R５ 165,578 134,845   81.4  ％ 

R６ 162,181 134,020   82.6  ％ 

 

保 険 料 免 除 状 況                                                  （令和7年3月 31 日現在） 
 

年 度 法 定 免 除 申 請 免 除 
若 年 者 納 付 

猶 予 

学 生 納 付  

特 例 
計 免 除 率 

R４ 2,750 3,906 1,055 3,258 10,969 45.0 ％ 

R５ 2,820 3,836 1,001 3,096 10,753 44.8 ％ 

R６ 2,874 3,754   962 3,101 10,691 45.3 ％ 

 

免除申請等所得基準額 

〔保険料免除制度〕 

  < 申請免除 > 

本人、配偶者及び世帯主の所得がそれぞれ基準額以下の場合、申請し承認されることでいずれかの免除となる。 

（基準額） 所得：（扶養親族等数＋1）× 35万円 ＋ 32万円※            → 全 額 免 除 

   ※令和2年度以前は22万円 

所得：88万円※ ＋ 扶養親族等控除額 ＋ 社会保険料控除額等    → ４分の３免除 

   ※令和2年度以前は78万円 

所得：128万円※ ＋ 扶養親族等控除額 ＋ 社会保険料控除額等   → 半 額 免 除 

   ※令和2年度以前は118万円 

所得：168万円※ ＋ 扶養親族等控除額 ＋ 社会保険料控除額等   → ４分の１免除 

   ※令和2年度以前は158万円 

 

      < 法定免除 > 

    障害年金(1～2級)や生活保護法による生活扶助を受けているときなどに、届出により保険料の全額が免除となる。 

〔納付猶予制度〕  

本人（50歳未満）及び配偶者の所得がそれぞれ基準額以下の場合、申請し承認されることで納付猶予となる。 
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（基準額） 所得：（扶養親族等数＋1）× 35万円 ＋ 32万円※ (※令和2年度以前は22万円) 

〔学生納付特例制度〕 

対象校の学生本人の所得が基準額以下の場合、申請し承認されることで学生納付特例により納付が猶予される。 

（基準額） 所得：128万円※ ＋ 扶養親族等数 × 38万円 ＋ 社会保険料控除額等 (※令和2年度以前は118万円) 
          

国民年金裁定請求受給要件                                   （令和7年4月1日現在） 
 
給 付 名 受 給 要 件 年 金 額 

老齢基礎年金 

・原則として保険料納付済期間・カラ期間・保険料免除期間を合算し、

10年以上（平成29年7月31日までは25年以上）ある場合は65歳から支

給 

※①：68歳以下(昭和31年4月2日以後生まれ)の金額 

※②：69歳以上(昭和31年4月1日以前生まれ)の金額 

 (※①、②は、老齢、障害、遺族の各基礎年金に共通) 

※③：平成20年度までは1/3、平成21年度からは1/2 

※④：平成20年度までは1/2、平成21年度からは5/8 

※⑤：平成20年度までは2/3、平成21年度からは3/4 

※⑥：平成20年度までは5/6、平成21年度からは7/8 

{831,700円※① 

（829,300円※②） 

×（納付月数＋ 

全額免除月数×1/2※③ 

3/4免除月数×5/8※④＋ 

半額免除月数×3/4※⑤＋ 

1/4免除月数×7/8※⑥} 

÷（加入可能年数×12）  

障害基礎年金 

・初診日において国民年金の被保険者であることなど 

・初診日の前々月までに３分の２以上の保険料の納付済期間（免除期間

等含む）があるか、又は初診日の前々月までの1年間に未納がなく、

障害等級に該当する障害状態となったとき 

・20歳前の傷病等により、20歳を過ぎた後、年金の障害等級に該当する

障害の状態であるとき 

１級   1,039,625円※① 

    （1,036,625円※②） 

２級  831,700円※① 

    (829,300円※②) 

（子の加算有） 

１～２人 各239,300円 

３人以降 各 79,800円 

遺族基礎年金 

・保険料の納付期間及び免除期間が加入期間の３分の２以上ある人が

亡くなったときに、死亡した者によって生計を維持されていた子の

ある妻、子のある夫又は子に支給 

※子とは18歳に到達する年度末までの子、又は20歳未満で障害等級１

級又は２級の障害者をいう 

831,700円※① 

(829,300円※②) 

（子の加算有） 

１～２人 各239,300円 

３人以降 各 79,800円 

寡 婦 年 金 
・老齢基礎年金を受ける資格のある夫が年金を受けず死亡したとき、10

年以上婚姻関係があった妻に60歳から65歳までの間支給 

夫が受けられる 

老齢基礎年金の３／４ 

 

２ 特別障害給付金 
国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害者について、国民年金制度の発

展過程において生じた特別な事情にかんがみ、福祉的措置として平成17年4月に「特別障害給付金制度」が創設された。 

受 給 要 件                                                 （令和7年4月1日現在） 

種 別 要 件 年 金 額 

特別障害給付金 

･平成３年３月以前に国民年金任意加入対象であった学生 

･昭和61年３月以前に国民年金任意加入対象であった被用者等（厚生

年金、共済組合等の加入者）の配偶者で、任意加入していなかった期

間内に初診日があり、現在、障害基礎年金の１級、２級相当の障害の

状態にある者。ただし、65歳に達する日の前日までに障害状態に該当

した者に限る。なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金等

を受給できる者は対象外 

１級  56,850円（月額） 

２級  45,480円（月額） 

一定額以上の所得及び老齢

年金、遺族年金、労災補償

等を受給している場合は、

半額又は全額停止あり 
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介 護 保 険 
 

１ 第１号被保険者の概況       ２ 要介護認定者数 
                       （令和７年３月末現在）                                                 （３月末現在） 

65歳以上75歳未満 （人） 31,768   令和４年度 令和５年度 令和６年度 

75歳以上85歳未満 （人） 30,007  認定者総数（人） 13,953 14,546 14,631 

85歳以上     （人） 14,304  内訳 要支援1 1,547 1,907 2,144 

（再掲）外国人被保険者 423   要支援2 1,951 2,117 2,132 

（再掲）住所地特例被保険者 183   要介護1 2,639 2,745 2,854 

計 76,079   要介護2 2,389 2,386 2,286 

    要介護3 2,143 2,117 2,024 

    要介護4 1,912 1,968 2,011 

    要介護5 1,372 1,306 1,180 

３ 介 護 保 険 料 
第１号被保険者（65歳以上）の介護保険料は、介護保険法の定めにより介護保険事業計画に基づき３年ごとに設定される。 

第９期福井市介護保険事業計画に基づく保険料（令和６～８年度）は、保険料の上昇幅をできるだけ抑制するため、基金

の取り崩しや低所得者層の方の保険料率に配慮しながら保険料月額（基準額）を6,600円の据え置きとした。 
 

介護保険料基準額の推移 

 

介護保険料の所得段階                         
※令和6年度は80万9千円を80万円と読替える 

所 得 段 階 区 分 保険料率 年額（円） 

第１段階 
生活保護受給者。老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税の方 

基準額 
×0.15 

11,880 
世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万9
千円以下の方 

第２段階 
世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万9
千円を超え、120万円以下の方 

基準額 
×0.40 

31,680 

第３段階 世帯全員が市民税非課税で、第１段階・第２段階に該当しない方 基準額 

×0.65 
51,480 

第４段階 本人は市民税非課税だが、同じ世帯に市民税課税者がいる方で本人の課税年金収入額とその
他の合計所得金額の合計が80万9千円以下の方 

基準額 
×0.85 

67,320 

第５段階 本人は市民税非課税だが、同じ世帯に市民税課税者がいる方で第４段階に該当しない方 基準額 79,200 

第６段階 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が125万円未満の方 基準額 

×1.20 
95,040 

第７段階 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が125万円以上200万円未満の方 基準額 
×1.30 

102,960 

第８段階 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が200万円以上300万円未満の方 基準額 
×1.50 

118,800 

第９段階 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が300万円以上500万円未満の方 基準額 

×1.70 
134,640 

第１０段階 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が500万円以上700万円未満の方 基準額 
×1.90 

150,480 

第１１段階 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が700万円以上900万円未満の方 基準額 
×2.10 

166,320 

第１２段階 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が900万円以上1,100万円未満の方 
基準額 

  ×2.30 
182,160 

第１３段階 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が1,100万円以上の方 基準額 
×2.40 

190,080 

 

年 度 
第４期 

平成21～23年度 
第５期 

平成24～26年度 
第６期 

平成27～29年度 
第７期 

平成30～令和2年度 
第８期 

令和3～5年度 
第９期 

令和6～8年度 

基準額（円/月）  4,400  5,560  6,100  6,300  6,600  6,600 

年額   （円） 52,800 66,720 73,200 75,600 79,200 79,200 
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４ 納 期 

①特別徴収（年金年額18万円以上） 

  仮徴収＝４月、６月、８月 

  本徴収＝10月、12月、２月 

②普通徴収（年金年額18万円未満、65歳到達・転入により資格取得した当初の一定期間） 

７月、８月、９月、10月、11月、12月、１月、２月の月末納期の年８期払い 

 
５ 保険給付の種類 

① 居宅サービス 
 

訪 問 介 護 
ホームヘルパーが居宅を訪問して、入浴・排泄・食事等の介護、その他日常生活の世

話を行う。 

訪 問 入 浴 介 護 

介護予防訪問入浴介護 
入浴設備を積んだ入浴車が居宅を訪問して、入浴の介助を行う。 

訪 問 看 護 

介 護予防 訪問看護 

看護師等が居宅を訪問して、主治医の指示に基づいて、療養上の世話や必要な診療の

補助を行う。 

訪問リハビリテーション 

介護予防訪問リハビリテーション 

理学療法士等が居宅を訪問して、主治医の指示に基づいて、必要なリハビリテーシ

ョンを行う。 

居 宅療養 管理指導 

介護予防居宅療養管理指導 
医師・歯科医師・薬剤師等が通院困難な利用者に対し、療養上の管理指導を行う。 

通 所 介 護 

（ デイサ ービス） 

日帰りでデイサービスセンターなどに通い、入浴・排泄・食事等の介護や日常生活

上の世話、機能訓練を行う。 

通所リハビリテーション 

介護予防通所リハビリテーション 

（デ イ ケ ア） 

主治医の判断にもとづき、日帰りで医療機関等のデイケアセンターなどに通い、理

学療法、作業療法等の必要なリハビリテーションを行う。 

短 期入所 生活介護 

介護予防短期入所生活介護 

（ショートステイ） 

特別養護老人ホーム等に短期間入所して、入浴・排泄・食事等の介護、その他日常

生活上の世話と機能訓練を行う。 

短 期入所 療養介護 

介護予防短期入所療養介護 

（ショートステイ） 

老人保健施設等に短期間入所して、看護、医学的管理下の介護・機能訓練その他必

要な医療と日常生活上の世話を行う。 

特定施設入居者生活介護 

介護予防特定施設入居者生活介護 

有料老人ホーム･軽費老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅等で、入浴・排泄・

食事等の介護その他日常生活上の世話、機能訓練・療養上の世話を行う。 

福 祉 用 具 貸 与 

介護予防福祉用具貸与 

居宅で可能な限り自立した日常生活が送れるよう、適切な福祉用具の選定の援助・

取付け・調整等を行い貸与する。 

1歩行器 2歩行補助つえ 3手すり（取り付けに工事不要なもの） 4スロープ（段

差解消のもので、取り付けに工事不要なもの） 

5車いす 6車いす付属品（クッション、電動補助装置など）7特殊寝台 8特殊寝台

付属品（マットレスなど） 9床ずれ防止用具（エアーマットなど） 10体位変換器 

11認知症高齢者徘徊感知機器 12移動用リフト 13自動排泄処理装置 

※ 5～12の品目は原則、要介護2～5の方のみ利用可。 

※ 13の装置のうち便を吸引できるものは原則、要介護4・5の方のみ利用可。 

特 定福祉 用具販売 

特定介護予防福祉用具販売 

福祉用具のうち、貸与になじまない入浴や排泄に用いる用具の購入費の一部を支給

する。 ・腰掛便座 ・入浴補助用具 ・移動用リフトのつり具の部分 ・簡易浴槽 

・自動排泄処理装置の交換可能部品 ・排泄予測支援機器 

※ 次の福祉用具は、貸与と購入を選択して利用可。 

  ・固定用スロープ ・歩行器（歩行車を除く） ・歩行補助つえ（松葉杖を除く）

住 宅 改 修 費 

介護予防住宅改修費 

居住する住宅に、手すりを取り付けるなどの小規模な住宅改修を行った場合、その改

修費の一部を支給する。 

・廊下や階段、浴室等への手すり設置 ・段差の解消 

・滑り防止のための床または通路面の床材の変更  

・洋式便器等への便器の取り替え ・引き戸等への扉の取り替え 
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居 宅 介 護 支 援 

介 護 予 防 支 援 

在宅サービス等を適切に利用できるように、居宅サービス計画や介護予防サービス

計画を作成するとともに、計画にもとづくサービス提供確保のため、サービス事業

者等と連絡調整を行う。 

 

② 地域密着型サービス 
定期巡回・随時対応型

訪問介護看護 

日中、夜間を通じて訪問介護と訪問看護が密接に連携しながら、短時間の定期巡回型

訪問と随時の対応を行う。 

小規模多機能型居宅介護 

介護予防小規模多機能型居宅介護 

心身の状況、環境等に応じて「通い」を中心に「泊まり」と「訪問」を組み合わせ、

入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事、その他日常生活上の世話、

機能訓練を行う。 

看護小規模多機能型居宅介護  小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせて一体的なサービスを行う。 

認知症対応型通所介護 

介護予防認知症対応型通所介護 
認知症の利用者に、デイサービスセンター等に通ってもらい、入浴・排泄・食事等の

介護、その他の日常生活上の世話、機能訓練を行う。 
認知症対応型共同生活介護 

介護予防認知症対応型共同生活介護 

（グループホーム） 

認知症の利用者に、共同生活住居で、家庭的な環境と地域住民との交流の下、入浴・

排泄・食事等の介護など日常生活上の世話と機能訓練を行う。 

夜間対応型訪問介護 巡回又は備え付けの通報装置による連絡等で、夜間専用の訪問介護を行う。 

地域密着型介護老人福

祉施設入所者生活介護 

定員29人以下の特別養護老人ホームに入所している要介護者に、施設サービス計画に

基づいて入浴・排泄・食事等の介護、その他日常生活上の世話、機能訓練、健康管理

と療養上の世話を行う。 

地域密着型特定施設入

居者生活介護 

定員29人以下の介護専用型の有料老人ホーム等の入居者に、入浴・排泄・食事等の介

護、洗濯・掃除等の家事、その他日常生活上の世話、機能訓練と療養上の世話を行う。 

地域密着型通所介護 
定員18人以下のデイサービスセンターなどに日帰りで通い、入浴、排泄、食事等の介

護や日常生活上の世話と機能訓練を行う。 

 

③ 施設サービス 
 

指定介護老人福祉施設 
入所する要介護者に対し、施設サービス計画にもとづき、入浴・排泄・食事等の介護

など日常生活上の世話、機能訓練、健康管理、療養上の世話を行う。 

介護老人 保健施設 
入所する要介護者に対し、施設サービス計画にもとづき、看護、医学的管理下での介

護、機能訓練等の必要な医療、日常生活上の世話を行う。 

介 護 医 療 院 
入所する要介護者に対し、施設サービス計画にもとづき、療養上の管理、看護、医学

的管理下の介護、機能訓練、その他必要な医療、日常生活上の世話を行う。 

 

④ 特定入所者介護（予防）サービス費 

低所得者に対して、介護保険施設やショートステイを利用する場合の「食費」・「居住費・滞在費」について、負担が

過重にならないよう軽減された負担限度額が設定される。 

 

⑤ 高額介護（予防）サービス費 

要介護者や要支援者が支払った自己負担額が所定の上限を超えた分を支給する。低所得者には、負担が過重にならな

いよう軽減された上限額が設定される。 

 

⑥ 高額医療合算介護（予防）サービス費 

医療保険上の世帯を単位とし、１年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、限度額を超えた場合に、

超えた金額を支給する。低所得者には、負担が過重にならないよう軽減された限度額が設定される。 
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６ 保 険 給 付 状 況 

（１）居宅介護（予防）サービス費（住宅改修費及び福祉用具購入費は除く）   
 

年 度 件 数 （ 件 ） 保険者負担額 （円） 

R4 279,752 9,715,387,897 

R5 283,532 10,027,752,676 

R6 292,575 10,244,346,716 

 

（２）地域密着型（予防）サービス費    
年 度 件 数 （ 件 ） 保険者負担額 （円） 

R4 29,765 5,523,642,348 

R5 29,190 5,572,731,932 

R6 29,836 5,775,834,037 

 

（３）施設介護サービス費  
年 度 件 数 （ 件 ） 保険者負担額 （円） 

R4 27,492 7,606,005,788 

R5 27,587 7,764,581,788 

R6 27,111 7,887,420,145 
 

 

（４）居宅介護（予防）住宅改修費  
年 度 件 数 （ 件 ） 保険者負担額 （円） 

R4 566 50,957,547 

R5 587 53,260,366 

R6 546 50,068,983 
 

 

（５）居宅介護（予防）福祉用具購入費  
年 度 件 数 （ 件 ） 保険者負担額 （円） 

R4 918 26,665,567 

R5 906 27,826,990 

R6 1,069 31,123,856 
 

 

（６）特定入所者介護（予防）サービス費  
年 度 件 数 （ 件 ） 保険者負担額 （円） 

R4 14,380 421,308,519 

R5 14,684 427,892,817 

R6 14,796 415,944,919 

 

（７）高額介護（予防）サービス費  
年 度 件 数 （ 件 ） 保険者負担額 （円） 

R4 39,558 488,673,674 

R5 40,071 503,452,530 

R6 40,439 532,016,951 
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（８）高額医療合算介護（予防）サービス費  
年 度 件 数 （ 件 ） 保険者負担額 （円） 

R4 2,326 71,537,056 

R5 2,287 70,205,117 

R6 2,387 74,102,339 

 

７ 居宅サービス利用者負担軽減事業 

 利用者負担額の２分の１を市が助成することにより、低所得者の自己負担額を軽減し、併せて居宅サービス利用の機会

拡大を図る。 

【施 行】   平成15年７月１日 

【対象者】   以下の条件をすべて満たす人 

   ①世帯全員が市民税非課税（生活保護受給者を除く） 

        ②世帯収入が130万円未満（世帯が２人以上の場合は１人につき75万円を上乗せ） 

        ③世帯で保有する預貯金の額が300万円以下 

        ④本人に地代等の不動産所得がないこと 

        ⑤本人が負担能力のある親族等に扶養されていないこと 

        ⑥本人が介護保険料を滞納していないこと 

        ⑦本人が給付制限を受けていないこと 

【対象サービス】訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、

認知症対応型通所介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護 

【助 成 額】  利用者負担額（１割）の２分の１ 

【事業実績】  認定者数 205人 

年 度 件 数 （ 件 ） 保険者負担額 （円） 

R4 2,125 9,112,177 

R5 2,148 9,351,206 

R6 2,003 8,820,058 

 

８ すこやか介護用品支給事業 

在宅の要介護者及び要支援者に対し、介護用品（紙おむつ等）の購入費用の一部を補助し、快適な在宅生活の維持を支

援するとともに、介護者の負担軽減を図ることを目的としている。 

年 度 登録者数（人） 保険者負担額（円） 

R4 2,672 57,168,267   

R5 2,506 59,494,793   

R6 2,303 62,433,884   

【支給要件】    

        ①福井市に介護保険料を納めている方 

        ②福井市に住所を有する方 

        ③給付制限を受けていない方 

④要介護3以下の場合、認定調査票の排泄項目において「介助」又は「見守り等」に該当していること 

⑤40歳から64歳の第2号被保険者においては、市民税非課税世帯であること 
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９ 介護相談員派遣事業 

介護サービス事業所を訪問し、利用者の話を聞き相談に応じるなど、介護サービスの質的向上を図ることを目的に活動

を行っている。 

【設 置】   平成15年６月１日 

【委 嘱】   令和６年４月１日から令和９年３月31日まで 

【相談員】   10名（令和7年4月1日現在） 

【定例会】   12回 

【訪問事業所】 109事業所（令和7年度予定） 

 

１０ 介護サービス事業者連絡会（平成13年度～） 
介護サービス事業者の横の連携を強めることによって、質の高い介護保険サービスをスムーズに提供することを目的と

して、福井市介護サービス事業者連絡会が設立された。市ではこの事業者連絡会に対し、必要な支援を行っている。 

【R6実績】 

会員数 回数 内容 

151法人 3 
基調講演会、勉強会（Zoom）、 

意見交換会 

 

１１ 地域密着型サービス 

 地域密着型サービス事業者の指定 

  介護が必要な状態になっても、住み慣れた地域で生活を送れるように支援するため、市が地域密着型サービスを

提供する事業者の指定を行っている。 

（令和7年4月1日現在の指定状況） 
指定地域密着型サービス事業者 事業所数 

1. 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 5 
2. 夜間対応型訪問介護 0 
3. 認知症対応型通所介護 15 
4. 小規模多機能型居宅介護 28 
5. 認知症対応型共同生活介護 39 
6. 地域密着型介護老人福祉施設 17 
7．看護小規模多機能型居宅介護 9 
8. 地域密着型特定施設入居者生活介護 0 
9. 地域密着型通所介護 38 
 

 

 

１２ （公財）福井市ふれあい公社運営支援 

高齢者や障がい者の福祉の増進及び市民の健康と生きがいづくりに貢献する事業に係る経費等に対して助成している。 

 

 


